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第 1 回 大船渡市「いのち・くらし復興塾」 

 

標題 「被災地における介護・弱者対策のあり方」 

岩手県立大学教授 佐藤 嘉夫 

 

■被災地における弱者 

残念なことに、岩手県では福祉避難所という考え方を県庁が最初から強く打ち出さなかったので、

高齢者、障害者など支援が必要な人へ配慮がなく、避難所でみんなが助け合ってなんとかやったとい

うことですが、そこに医師とか介護職の人とか、専門職の人たちがボランティアで入りました。避難

所の生活の中で、災害弱者の人たちがいることが住民に理解されたということです。 

釜石の鵜住居小中学校では、子どもたちがとっさにそれぞれに逃げたということで、家族がてんで

んばらばらに逃げる「津波てんでんこ」が高く評価されています。しかし、子ども自身できちんと判

断ができにくい存在であるということを私たちは理解しておかないといけません。この震災の中で、

手を差し伸べなければいけない人たちがいるということを、あらためて教えられたのではないかとい

うふうに思います。 

三陸は山伝い、海伝いに分散して集落がありますが、そういうところは交通・通信網が途切れて、

どうなっているかわからない、いろいろな支援が届かないというふうなことがあります。ですから、

道路などの交通事情によって地域的な弱者が生じるということもあるわけです。 

復興とか再建、あるいは生活再生を考えたときに、非常に大きいのは経済的な弱者です。避難所に

いるときはみんな平等で、同じ生活をして、同じものを食べて、同じように助け合っていたものが、

仮設に移って、住宅の建設が始まれば、それぞれ自分の責任でというところに戻っていきます。その

ときに、経済的な格差というものが、これからの住宅の再建やまちづくりに影響すると思われます。 

山田や大槌のように中心部が被災で大きな変ぼうを遂げてしまったまちは、中心部の周辺の被害が

少なかったところに人が取り残されて生活をしています。しかし、まちの中心部がなくなってしまっ

たので、バスも通ってこなければ店もないという状況です。もともと散らばっていた集落ではないと

ころに、地域弱者が生まれているということです。 

また、仮設にいても出歩かないで引きこもってしまうこともありますし、車を持たない人たちは自

分の行きたいところになかなか行けないという地域弱者が生まれます。 

仮設にいるといろいろ情報が集まってくるわけですが、仮設ではないところの人たちは、情報が来

ないとか、従来の自治会などの力が弱くなって、みんなで知恵や力を出すことが不足するということ

が地域の問題として今あるわけです。 

被災地における弱者とは、震災が弱者そのものを生み出すという側面と、もともとあった弱者が震

災によって浮き彫りになったという、両方の意味があると思います。 

 

■すべての人の尊厳や権利は保障される 

子ども、障害のある人、高齢者についても、一人一人を人間として、その尊厳と権利が等しく公平

に保障され、確保されるべきであり、社会福祉や社会保障の領域では、尊厳ということ、そして権利

ということが、当たり前のこととして、国際的な考え方としていわれています。それはどんな場合で

もそうであるべきだということです。 
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避難所で、こんな大変なときに何をわがままを言っているんだとか、みんな大変なんだからといっ

ても、みんな同じように大変なわけはないでしょう。みんなそこには違いがあります。大変な中でも、

より大変な人たちの尊厳というものを守らなければいけないということです。私たちの社会がそうい

うことを徹底してやってこなかったということが、災害のときに現れたということです。 

そのように、もともとは尊厳と権利は等しく保障されるということがあって、そのあとで、さまざ

まな弱者といわれる人たちが自分の志を貫く「自律」、普通の人と同じように暮らす「自立」、そうし

た生活を保障することが大事だということです。 

この弱者といわれる人たちは、子どもは独立して子どもの考えや意見というのはありますが、生活

者としてはもちろん自立していないわけですから、子どもや障害のある人や高齢者については、そう

いうことを達成するために何らかの社会的支援が必要です。社会的に支援が必要だということと、そ

の自律や自立を尊重して、その人の尊厳や権利を認め保障するということは、矛盾することではない

わけです。私たちは、そこのところをきちんと区別して、その２つを結び付けておくことが大切です。 

自律とか自立ということを言うときに、１人の力だけで自立しているような人は存在しないわけで

す。歴史的にも、個人個人が自分で立って、自分で何でも決めているような、そんな人間が集まって

社会を形成しているということはなかったわけです。いつも社会というのは一人一人が自立して、自

律しつつ、そしてお互いに助け合っています。依存し合ったり助け合ったりするということと自立す

るということを組み合わせて生きているわけです。 

 

■どのような復興が望まれるか  

三陸沿岸での調査で、復興に何を期待しますかというときに、「復旧」、元に戻してほしいという思

いの人が四分の一ぐらいいます。それから、「復興」、元に戻すというよりも、もうちょっといいもの

を希望する人が一番多く、４割です。しかし、突拍子もない改革に対しては、それは誰のまちなんだ

という違和感があるということです。なんか自分の居場所がないような感じを皆さん持っておられる

のではないかという気がします。 

ですから、復興を考えるときには、連続性とか継続性というものが大切です。当然私たちは連続性

とか継続性の中で生きているわけですから、時間的にもつながっているわけだし、空間的にも、この

場所を離れたくないというのもそうですし、人のつながりもそうですし、生活の内容も、大して豊か

じゃないかもしれないけど前と同じ生活に戻りたいという思いを持って、復旧や復興を見ていると思

います。そういう気持ちを大事にするということが、新しいやり方との折り合いということだと思い

ます。自分たちに合った暮らし、自分たちで決めた暮らしというものなのかなと思います。 

 

■被災地の甚大な被害 

倒壊家屋の割合を見ると、岩手沿岸では全体の四分の一が倒壊しています。これだけの大きな被害

を、みんなでどんなふうに受け止めていくか、例えば大槌とか山田のように、こんなになってしまっ

たから、まったく新しくつくり替えようという議論も当然あるわけです。しかし、四分の三は倒壊し

なかったという見方もできるということです。この数字は非常に高い倒壊率なので、まちをどう再建

するかという問題と、一つ一つの家族の再建の困難さというものを表しています。 

人的な被害というのは、平成 22 年度から平成 23 年度にかけての人口減少よりも、むしろ平成 23

年と平成 24 年に入ってからのほうが県全体では減少が加速していると報告されています。震災そのも
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のでまちを離れたのではなくて、震災をきっかけに、ワンクッションあって人口が流出しているとい

うことです。被災後の大きな課題の１つは、住民減少、あるいは住民の移動という問題です。５％ほ

ど減少しているわけですが、その中でも大槌、陸前高田では 10％を超えています。 

ただ、もともとそうだったのかというと、国勢調査のデータでは、2009 年、2010 年を見ますと、

沿岸では青壮年層といわれる人たちの流出が止まっていたと考えられるわけです。それが今後はどう

なるのかということですが、見通しの立たない生活に見切りをつけるということで、非常に流出の傾

向が高まっているということです。 

 

■弱者対策の実態 

震災が弱者を浮き彫りにしたという話を先ほどしましたが、その弱者のもともとの形はどうだった

のかということで、１つは地域の弱者です。地域単位で見た場合の地域格差ですが、１人当たりの市

町村民所得を見ると、平成 20 年度、沿岸は県平均の 90.3％ですが、平成 21 年度は 87％まで落ちてい

ます。これだけの大きな格差が同じ県の中にあるということで、そのことに対して、十分な対策が取

られてこなかったのではないかという問題があると感じます。 

市町村別にさらに細かく見ると、沿岸では、釜石、久慈、大船渡の３つがやや高く、一番低いとこ

ろが田野畑です。県平均を 100 とした場合に、田野畑は 66 です。同じ沿岸の中でもこれだけ格差があ

るということです。 

経済的な弱者が具体的な姿を取って現れるのは、生活保護受給者ですが、今岩手県の盛岡は急激に

増えておりますが、全県的には、ほぼ全国と同じぐらいのカーブで増えています。受けている人の割

合が低いから豊かなのかとか、割合が高いから本当に貧しいのかということですが、市町村別に見る

と、必ずしも市町村民所得と対応していないということです。 

1974 年、約 40 年前は岩泉と葛巻が断トツだったわけですが、2010 年を見ると、全県的には岩泉が

一番高く、1,000 人のうち 27 人が生活保護を受けているということです。その次が大槌、宮古、山田、

釜石というふうに並んでいます。岩手県全体では、人口 1,000 人に対して 10 人が生活保護を受けてい

るということです。 

これは弱者として公認された姿ということですが、ある自治体の 374 世帯で、全世帯の 12％ぐらい

ですから、かなり実態を反映していると思いますが、それぞれの家庭の所得が生活保護の何倍ぐらい

に値するかということを算出したものがあります。これで見ると、生活保護基準と同じかそれ以下と

いうのが４割ぐらいあるわけです。生活保護と同じから 1.4 倍ぐらいまでのところが２割、生活保護

の 1.4 倍から２倍までは 17.1％で、２倍以上はわずかに 24％ぐらいしかないということです。かなり

生活は厳しいというふうに思います。 

 

■弱者対策の課題 

（１）福祉避難所のあり方 

まず、震災が浮き彫りにした弱者の課題は、緊急時にあっても配慮されるべき尊厳や最低生活の問

題です。緊急事態というのは起こり得るわけですから、起こったときに、どんな状態になるかという

ことです。避難場所はだいたい決まっているわけですから、そのときに、トイレの問題もそうですし、

顔が見えたほうが安心だというけれども、しかし、隣とまったく境目がないよりは、ちょっとした工

夫でたった 30 センチの境をつくるだけでもずいぶん違います。いろんな人たちが避難所に集まって生
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活をするときに、配慮されるべき尊厳とか、最低生活とか、そういうことを想定して備えておくべき

だと思います。 

今回だけではなくて、日本全国のどこでも、震災があったときに、避難所だからいいじゃないかと、

こんなときに何を言っているんだという一言で片付けられてしまうのは間違いではないかというふう

に思うわけです。 

避難所や仮設住宅の与えられた条件の中でも、もっと弱い人への配慮の必要があるのではないかと

いうことが、普段はあまり顔を合わせることのない住民同士の出会いで、共有できたのではないかと

思います。いかなるときでも人間の尊厳の確保のために、福祉避難所のあり方なども含めて、配慮し

なければいけないことがいろいろあるということが、一番の課題です。 

 

（２）社会サービスと生活困難 

仮設住宅に移ったり、あるいは自宅にとどまったりして、少し時間がたてば自分の責任での暮らし

や家族の面倒を見なければいけないという段階になります。そこに社会サービスと生活困難の問題が

あります。 

みんなそれぞれのやり方があって、それぞれ自分たちで責任を持っているのだから、行政はあまり

口出しできないし、みんなのそれぞれを尊重しなければいけないんだということは、もっともらしく

聞こえるわけですが、最初のころは、福祉の事業所や福祉で働く職員も被災して、サービスの提供そ

のものが一時的に止まったり、サービスの量が少なくなったりして、利用量とか利用率が低下せざる

を得ませんでした。これが半年ぐらいあったわけです。今でも人手不足は続いています。 

これに対して、県と国は、被災者については介護サービスの無料化ということをやったのですが、

誰が被災者かということは自治体の判断ということでしたので、確認や証明の発行が遅れた自治体は、

なかなかそういう無料のサービスを受けることができませんでした。 

また、被災証明を持っていない人たちについては、被災の影響というのは直接的に被災だけではな

くて、バスがなくなってしまったとか、施設とかサービスを受ける場所が近くになくなってしまって

通えないとか、そういう問題もあるわけです。最近では、被災証明を持っている人のほうが優先とい

うことで、被災証明を取れなかった人たちがなかなか利用しにくいということが起こっているという

ことです。 

新たな課題としては、仮設が狭いとか、不慣れな環境であるとか、住む場所が変わったことで友達

がいなくなって閉じこもってしまうということなどで、高齢者の心身の状態が悪化しているというこ

とです。 

また、施設や病院が散らばって利用しにくくなったということもあります。県立病院も移動してい

るところが多く、山田病院も山の上に行ってしまったりして、車がないと利用しにくいということが

あります。被災が甚大であった市町村では、多くの地域でまちが崩壊し、交通網の破壊や遮断も起こ

っています。 

それから、要介護度の高い人は、介護者の介護負担が大きくなって、非常に介護者のストレスが高

まっています。高齢者だけが残っている場合には、子どもが自分の親の心配をして、自分たちのとこ

ろに呼び寄せるということが起こっています。 

また、１割負担の問題や、送り迎えしてもらえない場合にタクシーで行くなどの経済的なことが大

きくのしかかって利用しにくいということもあります。利用者間でサービスの利用に格差が生じてい
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るということです。 

地域に取り残された弱者は、介護を含めた生活維持の困難さから施設に入所させたい、あるいは入

りたいと考える人が多いわけですが、希望が多くてすぐには入居できない状況です。特別養護老人ホ

ームは比較的安いですが、施設に入れば６万円台の後半ですが、生活費から入所費などのコストは住

宅の費用も含めて 12～13 万から、15～16 万かかります。経済的な問題で、ますますサービス利用か

ら遠ざけられていくという現実が広がっていると思います。介護している人たちは、これよりもさら

に悪くなったらどうしよう、どうすればいいかわからないという負担感が強いというふうに思います。 

 

（３）子どもへの援助 

子どもたちは非常に適応力があるように見えますが、子どもたちの心の傷というのは非常に深いも

のがあって、それは学校の先生方からいろいろ報告されており、長期的な課題になるといわれていま

す。 

学校の先生からの報告では、子どもは、思い出したときに支えてくれる社会関係や、家族や友達と

コミュニケーションがうまくいっているかとか、自分や自分の家族のこれからの生活がどうなるのか

ということを子どもは不安に思っているわけです。そういうことが絡まり合っているので、カウンセ

リングだけでなくて、もっと総合的な援助をしていかないと駄目ですねという話をしていましたが、

まったくそのとおりだと思います。 

子どもについては、学習支援ということで、直接的な支援、環境的な支援、経済的支援といういろ

んな形で課題が浮き彫りになっているわけですが、全国から学生ボランティアが入ったり、私ども県

立大学も含めて、一部の大学でも授業料等の減免措置、免除したり、半分にしたりというのがもとも

とあるわけですが、震災を理由にしたことについては、あまり長く続かないので、その次どうするか

ということがあります。 

県のほうでは、「いわての学び希望基金奨学金」というものを立ち上げていますが、奨学金は貸付

なので、貸付と貸与のところをどんなふうにしていくかということです。 

子どものことに関しては、沿岸の厳しさというのは、高校生の進学率に表れています。高校を卒業

した人の短大と大学への進学率は全国平均と 20％も差があります。岩手県の平均と７ポイントも差が

あります。大学にやるというのは授業料だけではなくて生活費がかかるので、ここから大学に出すと

いうのは非常に厳しいと思われます。反対に、沿岸は高校で就職する人の割合が高いということです。 

 

■弱者対策のあり方（福祉サービスの運営や提供） 

（１） 住宅再建 

住宅の再建については、地域別の個別計画に対して、どこまで住民が発言力を持って、行政と一体

になって決めていけるかということがあります。行政を待たないで自分たちで取りまとめたところも

もちろんあるわけですが、これからアイデアを出し合い、自分自身が決めていくときに、経済的な格

差による意見の違いが浮き上がってくるわけです。 

経済的になんとかなる人と、非常に厳しい人と、なんともならない人では、当然一致するまでには

時間がかかります。熟するまで議論するということで、民主的な手続きを経て決めていくということ

が、なかなかできにくいと思います。ここではそのリーダー養成という意味もありますので、リーダ

ーとなる人材は口を出すのではなくて、脇にいて、時々何か少しアドバイスしてくれるような人もあ
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ればいいのかなというふうに思います。 

経済的なことと付き合わせて考えると、多様なニーズに合わせた多様な住居というのを、どうして

も考えざるを得ないのではないかと思います。意見が一致するのではなくて、それぞれの求めている

ものが違うという前提で、まちをつくっていくということです。 

例えば持ち家と借家を截然（せつぜん）と分けるのではなくて、今は借家に入るけれども、例えば

それがいずれ持ち家になるということです。国や県が建てて 10 年とか 20 年とか貸して、その時点で

それを払い下げてもいいというような組み方をするということです。また、親の世代だけ住むのか、

子世代だけ住むのかということについても、人が住み替わることを前提に考えるということです。同

じように、借家か持ち家かというのではなくて、一戸建てと集合住宅みたいなもので変換が利くとい

うものや、あるいは、集合住宅だけれどもメゾネットタイプとか、持ち家風なんだけれども、一軒一

軒ばらばらに建っているのではなくて、少しつなげて建てるとか、そういう工夫をするということで

す。 

借地、借家についても同じで、例えば国や県が土地を用意して、しばらく貸してくれて、いずれ生

活の再建が軌道に乗った時点で、その土地も譲り受けるというふうな連動的なやり方をしないと、な

かなか進まないのかなということを考えました。 

 

（２）所得補償よりも現物補償 

福祉のほうでは、所得補償よりも現物補償という考え方が震災時には重要という気がします。例え

ば、みんなが要介護になるわけではなくて、65 歳以上の人口で見ると、80％以上の人はサービスを利

用していません。80 歳を超えても、介護サービスを利用している人は 34～35％なので、利用していな

い人も結構多いわけです。 

そういうものを所得補償で置き換えるというのは非常に難しい面があります。所得補償は一律に補

償するので、個別の世帯がどんなふうに困っているかということについて、一つ一つの世帯の状況を

反映しにくいわけです。そういう意味で、子ども手当のように一律にやると、どういう効果があった

ということが見えにくいわけです。何に使われたかもわからないし、逆に個別差を拡大することもあ

り得るということです。 

一方、生活保護などの個別補償は対象が限定され、受給者と住民との間に差別感情が生まれやすい

ということがあります。個別補償はそれぞれの家庭の事情を厳密に判断しますので、どうしてもそこ

に、誰でもが胸を張って権利を行使するという形になりにくいという、周りの人たちの目とか意識の

問題もあります。 

現物補償は、生活財、住宅、保険、医療、福祉、教育などのサービスを社会サービスとして低額ま

たは無料で提供するということです。医療についても、被災地は１年間は１割の減免があったわけで

す。高齢者医療の無料化についても、かつてはやっていたわけです。 

なぜ現物補償かというと、医療や介護などは、誰がいつ病気になるかわからない、自分がなるかど

うかわからないというもので、予測がつきません。家計にとっては特別な支出で、いくらかかるかわ

からない、いくら払えばいいかわからないというものです。だから備えようがないし、備えようとす

ると、非常に大きな額になってしまいます。 

このような特別な支出は個人が得をするわけではありません。病気になって、医療費がただだから

得をしたわけではないわけです。福祉のサービスが必要になったときにサービスを受けても、何か得
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したわけではなくて、元の状態に戻してもらっただけなのです。ですから、それは誰でも納得しやす

いと思います。命や体に関わることで、多くの場合は急を要することが多いわけですが、それは誰も

が平等に尊重されなければなりません。現物補償であれば、権利として必要なサービスをいつでも利

用できるということです。 

現物給付は、社会全体の支出の削減に非常に効果的です。医療を無料化して予防活動に力を入れれ

ば、医療費が削減できます。医療費が減ると病院が赤字になるから無料化をやめるというのは変な話

であり、とんでもないことです。 

 

（３）インフォーマルな支援 

介護の分野では、例えば介護者支援ということですが、要介護の人たちで施設に入っている人たち

は、まだ多くないわけです。全国平均では、今施設利用者が 40％ぐらいで、家庭で介護している人の

ほうが多数です。家庭で介護している人に対して、介護保険を使って、あとはなんとかしなさい、私

たちは関係ありませんという態度でいいのでしょうか。 

私どもがいろいろ提案をしているわけですが、まずは行政の責任で実態の把握をするということで

す。介護保険ができてから、介護保険をどうするかということだけにきゅうきゅうとしていて、家庭

で介護をしている人たちが実際どうなっているかということについて、まったく自治体は把握してい

ません。 

そういう中で震災が起こったということで、家庭で介護している人たちを拾い上げたのは、みんな

訪問介護事業者の人たちです。ですから、老老介護とか、介護離職者とか、社会問題になっていると

ころにきちんとメスを入れて、行政が実態を把握するべきです。介護者の負担、強いストレスをどう

やって軽減するかということです。 

介護者が仕事を十分にできないということも含めて、家庭で介護するということはいろいろ費用が

かかるわけですから、介護者に対して手当てを出すべきです。ドイツの介護保険は、家庭で介護して

いるということは、社会がやるべきことをたまたま家庭でやっているという考え方です。家庭で介護

している者は好きでやっているとか個人の善意でやっているのではなくて、社会の代わりに個人が家

庭で介護しているというふうに考えるべきです。だから介護者の手当ては介護者への専門的な支援と

いうことです。 

ヨーロッパでは施設そのものをつくらない、施設に入れないということで、1990 年代に入ってから

施設の建設が止まっております。今は家庭で介護する、家庭や地域で介護するということで、介護者

への専門的な支援ということが大きな政策的課題になっているわけです。 

 

（４）子どもへの支援 

子どもについては、高等教育の保障ということです。高校までは無償化できたわけですから、大学

ももうちょっと踏み込んでできるでしょう。沿岸部では特別な大きな現金支出がなければ、つつまし

い生活が成り立っているわけです。子育て世代の青壮年層の流出理由は、なんといっても子どもの教

育です。 

国の責任による授業料の無償化または低額化は、今は給付型の奨学金を拡充するということが行わ

れていますが、高等教育を保障するということが教育の機会均等を実質化していく上で非常に重要な

ことです。子どもにそういった支援をすることは社会的な合意も得られやすいし、子どもの教育に金
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がかからないのだったら沿岸に残るということもあると思います。これは山間部の過疎地の場合も同

じです。そういう意味で、社会的に大きな効果があると思います。 

例えば 200 万人の大学生に、毎年 100 万ずつ授業料を全額保障したとしても２兆円です。それは全

員の場合の話ですから、まったく夢みたいな話ではないということです。ヨーロッパの大学の多くは

授業料が無料というふうなこととか、公営の学生寮がいろいろあるとか、そのようなことも含めて、

高等教育の問題について、弱者への支援ということで対応を考えていく必要があるのではないかと思

います。 
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第２回 大船渡市「いのち・くらし復興塾」（１） 

 

標題 「福祉施設における事業展開の視点」 

福祉施設長 高橋 典成 

 

■はじめに 

私はワークステーション湯田・沢内という障害者施設で毎日仕事を通しながら、障害を持っている

人たちも地域の中で自立できるようにという思いで仕事をしております。沢内村は、現在は合併して

西和賀町という新しい自治体になっております。 

かつての沢内村というのは、人が生活するには非常に厳しいところでした。雪が降れば陸の孤島と

いうことで、12 月の初めから翌年の４月の中ごろまで、深い雪の中にうずもれ、いわば雪害を毎年受

けながら生活しておりました。病人が出れば、医者に行くこともできません。医者自体もいないとい

う無医村でした。ですから、100 人赤ちゃんが生まれたとすれば、７人か８人亡くなるという状態で

した。農業の地域ですが、雪がいっぱい降るので半年間は仕事ができませんので貧乏でした。それが

沢内村の宿命だというふうに当時は思っていたわけです。雪が降るということをやめさせるわけにい

かないということで、あきらめという状況であったと思います。 

そういう中で、なんとか人間として、人が人らしく生きていきたい、生きなければならないという

ことが、村民自身の心として、そして動きとして出てきたのは、昭和 32 年からです。深澤晟雄という

人が村長になるわけですが、彼が２期目の最後の任期を全うできずに亡くなるまでの約８年間で、沢

内村で豪雪、多病多死、貧困の中で暮らしている人が立ち上がっていく原動力をつくってくれた村長

です。 

 

■健やかに生まれて、健やかに育って、健やかに老いる 

（１）健康を守ることは公的責任 

厳しい環境の中で人が人らしく生きていく、そういうときに村づくりの目標として出てきたのが、

「健やかに生まれて、健やかに育って、健やかに老いる」という１つの目標です。そういう中で、沢

内村の１つの実践として出てきたのが健康を守るということですが、健康を守っていくということは

公的責任として守っていくという、そこをきっちりしようということが、深澤村長が一番先に言った

ことです。自分たちの健康は自分たちみんなで守っていくという形をつくっていかなければならない

ということです。 

具体的に行ったのは、老人医療費の無料化を全国で初めて実施しました。老人医療費の無料化とい

うのは、医者にかかるときに医者代はいらないという制度ですが、村長がそういう決意をしても、岩

手県庁は、それは法律違反だからやめなさいということを言われるわけです。当時は自己負担が５割

の制度でした。その５割の負担を役場が肩代わりして無料化ということなのですが、国民健康保険法

では５割を自己負担しなければならないということなので、この制度は法律違反だということです。 

しかし、村長がそのときに言ったのは、末端の国民健康保険法には違反するかもしれないけれども、

憲法で保障している、すべての人が健康で文化的な生活を営んでいくということで、沢内村の村民は、

それをやらなければ健康で文化的な生活をしていけないのだと言って、末端の法律には違反するかも

しれないが、憲法には違反していないということで、憲法闘争をしてでもやり抜くという決意だった
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わけです。 

そういうことで、議会も納得させ、岩手県も納得させながら、医療費の無料化を昭和 35 年に行い

ました。それが、翌年は 65 歳以上を 60 歳に年齢を引き下げ、乳児も医療費無料化の対象にしました。

東京都もこれに倣って無料化を始めましたし、昭和 48 年には国の制度にもなりました。国も 70 歳以

上でしたが医療費の無料化ということをやりました。 

昭和 40 年に彼は病で倒れて亡くなりますが、「政治の中心が生命の尊厳尊重にあることを再確認し、

生命尊重のためにこそ経済開発も社会開発も必要だということを認識すべきだ」ということを彼は亡

くなる１カ月ぐらい前に言っています。 

深澤晟雄の信念は、すべての人が同じなんだという考え方の中にこそ医療も福祉もあるのだという

ことを言っています。そういう意味を含めて、健康を守るということは公的責任でやるべきだという

のは、彼の１つの信念だったわけです。それは、半世紀すぎた今も切実に響いてくる言葉ではないか

と思います。 

 

（２）病院の役割  

もう一つは、命を守っていく中核が沢内病院です。普通われわれは病院の役割は治療だというふう

に一般的に思うのですが、沢内病院の考え方というのは、病気にならないようにするのも病院の役割

だということです。治療だけではなくて、予防したり、健康教育をやったり、一人一人が健康を保っ

ていくという仕事をするのも病院の役割だという考え方です。 

当時、300 戸に１人の保健婦を配置し、沢内村の行政機構図の中の１つのセクションとして昭和 38

年に健康管理課を置きました。病院の中に役場の機構を置くということで、保健所が病院の中にある

ということです。その課長は沢内病院の副院長が兼務して、副院長の指示で保健婦が地域を回って歩

くという形です。毎日回って歩いて、赤ちゃんの指導なり、高齢者の介護とか、いろんなことを指導

するわけですが、それは即病院の医師とツーカーの仲で行わせるということです。 

今でこそ、保健・医療・福祉が一体的に運営されなければならないということがいわれていますが、

半世紀も前から沢内の場合は行ってきたということです。そういうことを通しながら、生まれた赤ち

ゃんが健やかに育っていく、そして健やかに老いていくというところまで、行政の中できっちりフォ

ローしていくということを１つの体制として進めてきました。 

その結果の１つとして、昭和 37 年に、生まれてきた赤ちゃんが１人も亡くならないという、乳児

死亡率ゼロが記録されました。深澤晟雄が村長に就任した５年後に、当時 100 人生まれれば７～８人

も亡くなっていた状態が、全国で初めてゼロを記録するという状況をつくり出したということです。

ちょうど今年が、乳児死亡率ゼロを記録して 50 年目の年にあたります。 

 

（３）居住環境の整備 

半世紀前の沢内の住居は、かやぶき屋根の、窓もろくすっぽない、だだっ広いうちです。夏場はす

ごく涼しくて、開けっ放しで昼寝をしたら、夕方まで扇風機もいらないで休めるという非常にいい住

宅です。しかし、冬になると、雪が２メートルも３メートルも降りますので、雪囲いをしてあります

から真っ暗になります。 

かやぶき屋根の３つの悪いところというと、寒い、暗い、煙いということです。日光が入らないと

いうことで、子どもたちがくる病になったり、寒いということで脳卒中、高血圧になったり、煙いと
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いうことでトラコーマになるということで、非常に粗末な住宅です。 

雪国に合う住宅をつくろうということで、1962 年、昭和 37 年に沢内病院のお医者さんと大工さん

が一体になって、モデル住宅をつくりました。どういう住宅かというと、１メートル 50 センチとか２

メートルの高床の住宅で、屋根は急こう配の屋根にして、降った雪が自然に落下しても、高床ですの

で、あまり雪かきがいりません。そして、南向きの住宅で日光をどんどん取り入れ、そして気密性の

高い住宅でした。 

ところが、その住宅も 50 年たってくると、今は課題です。高齢化がどんどん進んで、足腰が弱く

なった人や車いすの人には、高床は合わないということになるわけです。寒い、雪が降るということ

に高齢化が伴ってきたところの住宅づくりというのが今の課題になってきています。 

それから、長瀬野地域で、幹線道路から３キロも奥まったところにぽつんぽつんとある住居を、便

利なところに移転する集団移転も行われました。急病人が出たらどうする、学校に子どもたちを通わ

せるのも大変だ、自分たちが勤めに出るのも大変だという中で、なんとかきっちりとした生活の場を

つくろうということです。これは長瀬野会館というコミュニティーセンターを中心にしながら、健康

広場という遊び場があり、その周りを 55 世帯が 300 メートル四方の中でうちを配置していくという場

所です。 

これを昭和 46 年に実現したときに、上下水道を完備するのですが、日常的に熊が出るような地域

に水洗トイレなんかいらないというのが国の考え方だったのですが、国と地域の話し合いの中で、こ

れは絶対譲れないという強い要望で実現できたわけです。そういうことで生活の拠点をつくり、ここ

から２キロ、３キロの農地まで働きに出ていくという状態をつくり上げました。 

被災地の高台移転と重なる部分があるのかどうかはわかりませんが、私どものところでは、より人

らしく暮らしていける条件づくりの１つとして、これを選択して行ってきたという経過があります。 

 

■障害者が地域の中で自立できる仕事づくり  

乳児死亡率ゼロが実現できて、健やかに生まれるというところが実現できたわけです。今度は、健

やかに暮らしていく、老いていくという、そこが次の考え方として出てくるということです。私自身

は、今障害者施設で、毎日 40 名の障害者が通ってきて一緒に生活をしていますが、障害を持っている

人でも安心して地域の中で生活できるという条件をつくっていくことが大事ではないのかというふう

に思っています。 

障害を持っている人でも暮らしていける地域というのは、すべての人たちが暮らしやすい地域にな

っていくのではないかという考え方です。今 40 名の障害を持っている人たちがワークステーションに

通ってきます。私どもの施設は、障害を持っている人たちが仕事を通して自立を図っていくというこ

とを考えています。 

その仕事というのは何を選んでいけばいいのかということですが、沢内は、盛岡からも北上からも

花巻からも遠い地域ですので、工場や会社の仕事をもらって障害者の仕事にするということはなかな

か大変です。ですから、私は地域の特性を生かした仕事づくりをしていく必要があるというふうに考

えまして、地域の特性といったら農村地域ですので、農業をするということを仕事として選びました。 

現在、米を４反歩ぐらいつくっていますし、畑も８反歩ぐらいやっています。ただ、私どもは障害

を持っている人たちができるだけ収入を得て、自立できる状態をつくっていきたいというふうに思っ

ています。目標としているのは、知的障害者の人たちが、どれぐらいの収入があれば地域で生活でき
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るかということを考えたときに、10 万円の収入を得るようにしたいというのが私の目標です。彼ら、

彼女らは、現在障害年金で６万 6,000 円もらっています。あと足りないのは３万 4,000 円です。その

分を 40 名の人たちが稼ぎ出すということを、なんとか実現したいと思っています。 

そのときに、とても農業から得る収入だけでは、収入にならないわけです。ですから、それに付加

価値を付ける農産加工という部分で、今うちでやっているのは、米をつくっていますから麹（こうじ）

にします。畑では大豆をつくっていますから味噌を加工します。それから、西和賀は標高が高いので

イチゴ栽培をやっている農家が多いところです。酸っぱい夏イチゴですから、農家と契約してイチゴ

ジャムをつくったり、大根をつくって切干し大根にしたり、特産物の「一本漬け」という大根漬けを

つくるとか、農業で生産したものに付加価値を付けることを考えてやっています。 

それを売るときに、私どもがやっているのは、「ふるさと宅急便」という事業です。主に首都圏の

人たち 250 名の会員がおります。その人たちに年２万円の会費を出していただいて、うちの特産品を

年４回発送します。あるいは農家と契約して、花宅急便もつくっています。お中元などに、リンドウ

を欲しいとか、ユリが欲しいということで、これもかなりの数が会員になってくれています。 

もう一つ、おととしからやっているのは、車のオートバックスという会社の共済会と提携をして、

オートバックスの社員で結婚をした人に、うちのワークステーションから全国に結婚祝い品を届ける

という事業をやっています。沖縄や北海道まで出していますが、若い社員が多いので、年間 250 人ぐ

らい結婚されます。 

このような形で進めて、10 万円のラインに届くようにしたいと私どもは考えています。 

 

■障害者が地域の中で役割を持つ 

この事業を通して、障害者が地域の中で果たす役割は２つあります。１つは、沢内は高齢化が非常

に進んでいるということで、だんだん田んぼ、畑をつくれない人たちが出てきます。農村地域という

のは、農地が荒れてくると元気がなくなります。それで、障害を持っている人たちが農地を耕そうと

いうことです。それは障害者が物理的に農地を耕すという意味だけではなくて、地域のやる気を耕し

ていくということにつながってくるのではないかと思っています。そういう意味で、地域の心を耕し

ていくという役割を障害を持っている人たちに持たせたいというのが１つです。 

もう一つは、ふるさと宅急便とか、花宅急便、オートバックスの社員への特産品の発送ということ

が、私ども農村と都市を結ぶということで、都市と農村の交流をわれわれがやっているということで

す。その都市と農村を結ぶという力を、社会的に弱いといわれている障害者が担っていこうというこ

とです。障害を持っている人たちでも、地域起こし、地域参加ができるという実践をやっていきたい

ということです。 

障害を持っている人たちが地域で生活をしていくというのは、ただ単に地域の人たちから協力して

もらって生きていくということだけではなくて、主体的にやれる部分を自分たちでつくり出していく

ことです。そのことが、地域を興していく、都市と農村を結んでいくという力になっていけば、障害

者も地域の中で役割を持って生活ができるのではないかと思っています。 

その他に、私たちの仕事を通して地域貢献をしていこうということで具体的にはどういうことをや

っているかというと、うちの若い人たちも冬場は一人暮らしのところに出かけていって雪かきをする

スノーバスターズの活動があります。 

それから、うちの生産活動の中で、パン工房で手づくりのパンをつくっていますが、このパンを学
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校給食に使っていただこうということで、教育委員会との話し合いをして、４～５年前から学校給食

のパンづくりを担っています。これは、過疎地で子どもの数が少ないからこそできることです。西和

賀だからこそできることですが、いずれ、うちの障害を持っている人たちがつくったパンを食べて義

務教育を終えるということが実践としてあります。 

それから、去年から始めたのは、一人暮らしのじいちゃん、ばあちゃんたちの配食サービスです。

弁当をうちでつくって配達をするというのを私どもがやっています。365 日、昼と夜、盆も正月もな

く毎日弁当配達をやっています。そういうことで、障害者の仕事として、子どもたちの食を支える、

高齢者の食を支えるということも可能ではないかと思っています。 

 

■子どもの命が輝く活動 

今、子どもの虐待というのは非常に問題で、１週間に１人は虐待によって子どもが殺されていると

いう現実があります。そういうのをなんとか西和賀の力で、それを社会的に養護していく活動ができ

ないかという取り組みを、私自身が別の形で NPO の組織もつくっておりますので、そこでやっている

活動です。 

盛岡に、みどり学園という児童養護施設がありまして、私どもはそこと 20 年来、ずっとつながっ

ております。入所している子どもたちの８割ぐらいは虐待を受けた子どもたちで、土日もうちへ帰れ

ない、春休みも夏休みもゴールデンウイークにも帰れない子どもたちです。その子どもたちが、施設

の中だけだとパニックを起こしてしまうという状態があります。ところが、その子どもたちを沢内に

連れてきて、うちのじいちゃん、ばあちゃんたちと一緒に畑仕事をしたり、散策をしたりすると、20

分ぐらいでもうパニックを起こす子どもたちが、半日もゆっくりしている、落ち着くということです。 

それは何かというと、80 歳になるばあちゃんたちは、自分の子どもを亡くしたり、そういう経験を

家族の中でしたりという、人の生き死にに直接向き合ってきたばあちゃんたちです。そういう人たち

と一緒にいると落ち着く、仕事をして落ち着くというのは、西和賀の人、それから自然、そして漬物

や沢内甚句という暮らしの中ではぐくまれた文化です。人、自然、文化ということが、子どもたちを

少しでも落ち着かせる力になるのではないかと思います。 

そういうことで、少子化で子どもが非常に少ない地域だけれども、子育ての環境には、西和賀はす

ごくいいのではないかというふうに私は思っています。そのものが、人、自然、文化ということで、

それで虐待の子どもたちを支援できるという力になっていけば、沢内としての役割が果たせるのでは

ないかなというふうに思います。 

今、児童養護施設に入る子どもたちは、家庭の生活が全然ない子どもたちです。普通の子どもたち

であれば、きょうだいでけんかしたり、地域のガキ大将と一緒に遊んだりという一歩一歩の積み重ね

があるわけですが、そういう積み重ねが省略されて、集団生活をしている子どもたちです。ですから、

私は、その子どもたちは、今こそ育ち直しをもう１回しなければならないのではないか、その育ち直

しの場所として沢内がいいのではないかというふうに思っています。そういう役割を私たちが持てれ

ばいいのかなというふうに思っています。 

虐待の子どもたちの社会的な養護の活動とか、障害を持っている人たちが地域で暮らすということ

は、それが健やかに生まれて健やかに育って、健やかに老いていくということにつながってくるので

はないかと思っています。深澤晟雄が 50 年前に言った理念は、われわれの目標でもあり、今に引き継

いでいかなければならないと思います。 
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第２回 大船渡市「いのち・くらし復興塾」（２） 

 

標題 「被災地域における雇用の実状と雇用創出制度」 

全労働省労働組合岩手支部 和川 省三 

 

■被災地域における雇用の実状 

東日本大震災によって多くの方が仕事を失い、事業を行っていた方も事業の継続が困難になりまし

た。少しずつ復興が進んできて、平成 24 年８月の岩手県の調査では、「雇用・労働力の確保が困難」

と答えた事業主が 20.6％にも上っている状況です。業種別に見ると、最も高いのが建設業で 52.9％、

水産加工業も 30.2％で、これらの業種で人手不足の状況にあるということです。 

大船渡地域の現在の雇用の実状はどうなっているのか、岩手県と大船渡安定所管内の数字を比較し

てみると、大船渡地域は岩手県の中では数値上はよいといえます。しかし、大船渡地域の雇用情勢が

よいと単純に結論付けることができないというのが私の考えです。 

以下、岩手労働局発表の資料に基づきみていきます。平成 24 年８月の有効求人倍率は、全国が 0.83

倍、岩手が 0.94 倍、大船渡は 1.20 倍となっています。県内に 10 の安定所がありますが、大船渡の

1.20 倍は県内で最も高い数値です。しかし、正社員の有効求人倍率をみると、大船渡は 0.57 倍とい

うことで、全体の 1.20 倍から比べるとかなり低くなっています。 

つまり、正社員として働きたいということで仕事を探している人が 100 人いれば、正社員の求人は

57 人分しかないということですから、大船渡地域の雇用情勢は厳しいと考えられます。 

雇用保険受給者実人員の推移について、平成 22 年８月、平成 23 年８月、平成 24 年８月の３つの

数字を並べてみると、通常時と言える震災前の平成 22 年８月は大船渡安定所管内で雇用保険の給付を

受けている人数は 454 人でした。 

これが震災後の平成 23 年８月は 3,154 人ですから、通常の約７倍の方が雇用保険の失業給付を受

ける状況になったということです。この平成 22 年と平成 23 年を比較したときの増加率が一番大きい

のも大船渡です。平成 24 年８月で見ると、岩手県は２年前の平常時と比べても受給者の数は減ってい

ますが、大船渡はまだ２倍近い高水準となっています。 

岩手県全体と大船渡安定所管内を比べると、仕事を探している人の性別は、大船渡のほうが女性の

比率が高くなっています。年齢別で見ると、大船渡は 44 歳以下の求職者の比率が低く、55 歳以上の

方の比率が高いという状況です。特に女性の 55 歳以上の比率が県平均と比べても極端に高いのが特徴

です。 

これは大船渡地域の基幹産業である水産加工業やブロイラー関係の産業など、比較的年齢の高い女

性が働いていた事業所が被災した影響ではないかと思われます。また、年齢が高いことによって再就

職が困難だということで、仕事を探している期間が長期化しているのではないかと推測できます。 

求人を産業別に見ると、岩手県の場合は、新規求人の数が一番多い産業は卸小売業です。一方で、

大船渡の場合は建設業の求人が一番多く、次が製造業です。建設業は、当然ながら震災復興関連の求

人が多く、製造業は水産加工関連が中心ではないかと思います。建設業、製造業が県平均と比べて高

い比率になっていることが特徴です。 

働きたくても希望する求人がないということがよくいわれますが、職種で見るとどういう特徴があ

るでしょうか。 

１つは、専門的技術的職業の求人が大船渡はかなり多いということです。中でも、建築・土木・測
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量技術者（測量士、土木技術者、建築技術者等）の求人が大船渡の場合はかなり多く、倍率にして 8.91

倍です。復興事業関連で建設業から多くの求人が出ており、中でも専門技術者の求人が多いものの、

該当する技術を持っている方が少ないので、なかなか充足しないという状況が推測されます。 

その他の職種では、保安の職業が大船渡で 12.67 倍と非常に高くなっています。これはほとんど復

興工事に関連した交通誘導警備の求人だと思います。 

逆に、大船渡のほうが倍率の低い職種は、あまり極端な傾向ではありませんが、販売、サービス、

農林漁業などは、県平均より少し低くなっています。 

 

■就職を促進するための課題 

求人は多いものの就職する人がいない。あるいは、働きたい人がたくさんいるのに就職が難しいと

いうのが現実の課題としてあるわけですが、その原因はどこにあるのか、まず１つは、さまざまなミ

スマッチがあるということです。仕事を探している人は、どういうことを重視して仕事を探すのでし

ょうか。一方で、採用する企業側はどういう人を採用したいと考えているのでしょうか。 

まず、仕事を探している人の希望条件で一般的なのは、仕事の内容としては、過去に経験がある仕

事に就きたいという人が多くの割合を占めます。中には新しい仕事にチャレンジしたいとか、資格を

取ったので、その資格を生かして就職したい、今までの仕事は年齢的にも体力的にもきついので、も

っと軽い仕事に就きたいという方もいますが、一般論でいえば、前の仕事と同じような仕事に就きた

いという人が多くを占めます。 

また、雇用期間の定めのある臨時とか、身分の不安定なパートとかではなくて、正社員で長く働き

たいという希望を持った方が多く、賃金は、もちろん安いよりは高い給料のほうがいいということに

なります。さらに、できれば日祝日、もしくは土曜日が休みで、勤務時間は８時から５時とか、９時

から６時など日中の時間帯で、通勤はできるだけ近いところ、こういう希望の方が多いということで

す。 

一方で、企業側は、最近特に多いのが、経験者で、あしたから一人前に仕事をしてもらいますとい

う、いわゆる即戦力になる人を採用したいとか、有資格者が欲しいという傾向がありますが、なかな

かそのような求職者が少ないということです。それから、若年者です。法律では年齢を定めて求人を

することが原則できないことになっていますから、安定所に行って求人を見ますと、ほとんど年齢不

問となっています。しかし、紹介状をもらって面接に行くと、会社側から若い人を採りたいと言われ

たという話もよく聞きます。そこはいろいろな問題点がありますが、会社側は、できれば同じ経験、

同じ資格を持った人であれば、若い人を採用したいという傾向が強いわけです。 

企業側は福利厚生費等も含めて人件費をできるだけ抑えたいという意識がありますし、特に被災地

では、まだ将来の見通しが立たない、不透明だということで、なかなか正社員としては採用できない

という話も聞きます。３カ月、６カ月など期間を区切った求人、あるいは勤務時間が１日４～５時間

とか、週３日間とか、月に 10 日間だけというようなパートタイム、派遣労働者、嘱託労働者など、い

わゆる非正規の求人が非常に多くなっています。 

このような一般的なミスマッチの他に、もう一つ、被災に伴う新たな困難課題が生じています。被

災で住宅を失った方がたくさんいらっしゃるわけですから、これからは住宅再建をしなければなりま

せん。そうなると、不安定な仕事に就くわけにいかない、長く勤められる安定した仕事に就きたい、

あるいは一定の賃金がないと家も建てられないということになります。そうすると、正社員の求人も

少ない、賃金水準も高くないという中では再就職がなかなか厳しく、これは震災に伴う１つの問題だ
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と思っています。 

それから、特に女性、高齢者、障害者の方で多いと思いますが、仮設住宅は交通の不便な場所にた

くさん建っていますから、仮設住宅に住んでいる方は通勤が非常に困難だということです。自動車を

流されてしまったとか、運転免許がない、公共交通、バス路線等がないということで働きたくても通

えないことがあります。送迎バスを出してくれるところも少なく、会社が高台に移転したために遠く

なってしまったなど、通勤困難の課題もあるかと思います。 

また、震災で家族、親戚、身内で犠牲になった方などがあって、新たに家事の負担が増えたとか、

家族の介護、子どもの世話があって、勤務時間や勤務場所が限られてしまうために就職が難しいとい

う話があります。 

水産加工業は人手不足だということをいわれています。水産加工業の場合は年齢が高くても働いて

いる方が多かったし、これからも働きたいという方も多いわけですが、人手不足といわれている一方

で、一部の企業ではこの機会に若返りを図りたいので、若い人を採用したい意向があるということも

聞いているところです。 

 

■雇用維持・雇用創出のための制度 

雇用維持とか新たに雇用をつくるための制度は、どのようなものが設けられているか、国の制度の

他に、県独自の制度や市町村独自の制度もたくさんあると思いますが、国の制度を中心に説明します。 

まず、雇用保険失業給付の特例措置です。一般的には休業とか一時的な離職で、また一定期間がた

ったら再雇用するという雇用予約がある場合は雇用保険の失業給付の対象にはなりませんが、今回の

震災では、このような方々も支給の対象にしたり、給付日数も延長するという対応がありました。 

次に、雇用調整助成金の拡充です。これは一言で言えば、事業が厳しくて本来であれば従業員を解

雇せざるを得ないけれども、休業や職業訓練を行い、休業手当を支払って雇用を維持する場合に、国

から一定の助成金を支給する制度です。震災に伴い、それまでの要件を緩和・拡充して、解雇を食い

止めてもらったということです。その実績は、約１年半で、県内の計画届けの受理件数は、のべ 5,893

件、雇用維持された対象労働者数は、のべ 22 万 8,000 人余りにのぼっています。 

被災者雇用開発助成金というのは、もともと特定求職者雇用開発助成金といい、障害者、高齢者、

母子家庭の母など、いわゆる就職困難な方を長期に雇用した場合に助成する制度です。今回被災者を

雇い入れた場合も対象にするということで設けられた制度です。 

緊急雇用創出事業は、平成 20 年度の第２次補正予算でできた制度ですから、直接的には震災対応

とは別ですが、いわゆる県がさまざまな事業を、自治体、民間、NPO、シルバー人材センターなどに下

ろして、そういうところで事業を起こして雇うという事業です。これの欠点は、短期雇用ということ

で、原則として３カ月とか６カ月とか１年ということなので、ずっとそこに就職できるものではない

ということです。 

グループ補助金は、被災した企業がグループをつくって、復興事業計画を作成し、県から認定が受

けられれば、国から四分の二、県から事業費の四分の一、合わせて四分の三の補助が受けられるとい

う制度です。所管は中小企業庁ですが、実質上県が運用しています。 

このグループ補助金は、企業側の評価も高く、被災地の企業復興においては非常に有効な制度だと

思います。一方で、予算の制約があって、申請しても通らなかったところもあります。県内では５次

の募集で延 175 グループが申請して 51 件しか認定されなかったわけですから、３割も認定されないと

いうことです。このような企業側のニーズが高い制度は、もっと拡充する必要があると思います。 
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■被災地の雇用改善の方策 

いろいろ工夫すれば被災地の雇用改善の一助になることもあるのではないかということで、私見で

すが幾つか掲げてみます。 

１番目は総合的な復興事業の促進です。住宅の建設とか、住宅地の整備、公営住宅の建設、交通機

関の整備、医療・福祉の再建・整備、教育の整備等々の生活再建は、どれも欠かさず全体を早急に進

めていかなければならない課題です。 

産業や雇用の再建に関しては、例えば漁業関係で言うと、まだ船もそろわない、漁港の整備も整わ

ない、製氷工業も水産加工場も整わないといったことがたくさんありますが、それらを早急に整備す

るとか、商工業を再建するとか、地域コミュニティーをつくるなど、復興事業全体をスピード感を持

って強力かつ迅速に進める必要があると思います。復興が遅れれば人口の流出にも拍車がかかり、雇

用の面でも大きなマイナスになります。 

国は復興予算を措置しているわけですが、西日本のほうで復興事業とはまったく関係ないところに

巨額の予算が投入されているということがテレビのニュース番組で指摘されていました。そのような

金があるのならば復興事業に回せというのは当たり前の話です。真に必要なところに予算を付けるた

めには、被災地から声を出し続けるということが絶対に必要だと感じています。 

２番目は、事業主や失業者の要望に応えた雇用創出対策です。今仕事を探している人、あるいは事

業再建を図ろうとしている事業主はどのような対策を求めているかといえば、１つは、働く人からす

れば安定した就職に就きたいという人が圧倒的多数ですから、その対策が必要です。そのためには、

従業員を雇い入れた場合に助成すると同時に、その条件として長期に安定的に雇用することという安

定雇用の実現に結び付くような助成をしていく必要があると思います。その意味では、先ほど説明し

た緊急雇用創出事業は短期雇用という問題点があるので、改善する必要があると思います。 

支援制度は、活用しやすい制度で、緊急に早期に対応してくれる制度、公平な制度が望ましいと思

います。例えば雇用調整助成金とか、被災者雇用開発助成金とか、成長分野等人材育成支援事業とか、

労働局に勤務しているわれわれが見ても、これはいったい何だろう、よく似たような名前で訳がわか

らないというのがたくさんあります。一般の事業主や求職者からは、どこが同じでどこが違うのか非

常にわかりにくいと、よく指摘を受けます。ですから、こういうものは、わかりやすく活用しやすい

ものにするべきです。 

公平という観点も大事だと思います。さまざまな制度が次から次へと出てきて、しかも頻繁に改正

が行われるという状況がありました。例えば、ある社長さんから、赤字を出してまでも従業員を解雇

せずに雇い続けたのに、そのあとで従業員を解雇しても助成する制度ができるというのは不公平では

ないかという指摘がありました。 

公共職業訓練については、訓練を実施しようと思っても地域に訓練機関がないとか、訓練を受けて

資格を取っても、それを生かせるような訓練ではないという事例もあります。例えば、宮城でトリマ

ーとかネイルアートとか、そういう訓練もあったそうですが、そのような求人はないという話です。

訓練をやるからには就職に結び付くものでなければならないというのは当然のことだと思います。 

３番目に、グループ補助金などで中小企業が置き去りにされているということが新聞記事などにも

出ています。個人企業、中小企業に対する支援の強化も必要です。 

４番目に、雇用拡大が見込まれる産業の育成や、地域の特性を見据えた産業の育成というのも、大

いに知恵を絞る必要があります。その点では、西和賀で地域の特徴を生かしていろいろな工夫をして
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第２回 大船渡市「いのち・くらし復興塾」（２） 

 

標題 「被災地域における雇用の実状と雇用創出制度」 

全労働省労働組合岩手支部 和川 省三 

 

■被災地域における雇用の実状 

東日本大震災によって多くの方が仕事を失い、事業を行っていた方も事業の継続が困難になりまし

た。少しずつ復興が進んできて、平成 24 年８月の岩手県の調査では、「雇用・労働力の確保が困難」

と答えた事業主が 20.6％にも上っている状況です。業種別に見ると、最も高いのが建設業で 52.9％、

水産加工業も 30.2％で、これらの業種で人手不足の状況にあるということです。 

大船渡地域の現在の雇用の実状はどうなっているのか、岩手県と大船渡安定所管内の数字を比較し

てみると、大船渡地域は岩手県の中では数値上はよいといえます。しかし、大船渡地域の雇用情勢が

よいと単純に結論付けることができないというのが私の考えです。 

以下、岩手労働局発表の資料に基づきみていきます。平成 24 年８月の有効求人倍率は、全国が 0.83

倍、岩手が 0.94 倍、大船渡は 1.20 倍となっています。県内に 10 の安定所がありますが、大船渡の

1.20 倍は県内で最も高い数値です。しかし、正社員の有効求人倍率をみると、大船渡は 0.57 倍とい

うことで、全体の 1.20 倍から比べるとかなり低くなっています。 

つまり、正社員として働きたいということで仕事を探している人が 100 人いれば、正社員の求人は

57 人分しかないということですから、大船渡地域の雇用情勢は厳しいと考えられます。 

雇用保険受給者実人員の推移について、平成 22 年８月、平成 23 年８月、平成 24 年８月の３つの

数字を並べてみると、通常時と言える震災前の平成 22 年８月は大船渡安定所管内で雇用保険の給付を

受けている人数は 454 人でした。 

これが震災後の平成 23 年８月は 3,154 人ですから、通常の約７倍の方が雇用保険の失業給付を受

ける状況になったということです。この平成 22 年と平成 23 年を比較したときの増加率が一番大きい

のも大船渡です。平成 24 年８月で見ると、岩手県は２年前の平常時と比べても受給者の数は減ってい

ますが、大船渡はまだ２倍近い高水準となっています。 

岩手県全体と大船渡安定所管内を比べると、仕事を探している人の性別は、大船渡のほうが女性の

比率が高くなっています。年齢別で見ると、大船渡は 44 歳以下の求職者の比率が低く、55 歳以上の

方の比率が高いという状況です。特に女性の 55 歳以上の比率が県平均と比べても極端に高いのが特徴

です。 

これは大船渡地域の基幹産業である水産加工業やブロイラー関係の産業など、比較的年齢の高い女

性が働いていた事業所が被災した影響ではないかと思われます。また、年齢が高いことによって再就

職が困難だということで、仕事を探している期間が長期化しているのではないかと推測できます。 

求人を産業別に見ると、岩手県の場合は、新規求人の数が一番多い産業は卸小売業です。一方で、

大船渡の場合は建設業の求人が一番多く、次が製造業です。建設業は、当然ながら震災復興関連の求

人が多く、製造業は水産加工関連が中心ではないかと思います。建設業、製造業が県平均と比べて高

い比率になっていることが特徴です。 

働きたくても希望する求人がないということがよくいわれますが、職種で見るとどういう特徴があ

るでしょうか。 

１つは、専門的技術的職業の求人が大船渡はかなり多いということです。中でも、建築・土木・測
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量技術者（測量士、土木技術者、建築技術者等）の求人が大船渡の場合はかなり多く、倍率にして 8.91

倍です。復興事業関連で建設業から多くの求人が出ており、中でも専門技術者の求人が多いものの、

該当する技術を持っている方が少ないので、なかなか充足しないという状況が推測されます。 

その他の職種では、保安の職業が大船渡で 12.67 倍と非常に高くなっています。これはほとんど復

興工事に関連した交通誘導警備の求人だと思います。 

逆に、大船渡のほうが倍率の低い職種は、あまり極端な傾向ではありませんが、販売、サービス、

農林漁業などは、県平均より少し低くなっています。 

 

■就職を促進するための課題 

求人は多いものの就職する人がいない。あるいは、働きたい人がたくさんいるのに就職が難しいと

いうのが現実の課題としてあるわけですが、その原因はどこにあるのか、まず１つは、さまざまなミ

スマッチがあるということです。仕事を探している人は、どういうことを重視して仕事を探すのでし

ょうか。一方で、採用する企業側はどういう人を採用したいと考えているのでしょうか。 

まず、仕事を探している人の希望条件で一般的なのは、仕事の内容としては、過去に経験がある仕

事に就きたいという人が多くの割合を占めます。中には新しい仕事にチャレンジしたいとか、資格を

取ったので、その資格を生かして就職したい、今までの仕事は年齢的にも体力的にもきついので、も

っと軽い仕事に就きたいという方もいますが、一般論でいえば、前の仕事と同じような仕事に就きた

いという人が多くを占めます。 

また、雇用期間の定めのある臨時とか、身分の不安定なパートとかではなくて、正社員で長く働き

たいという希望を持った方が多く、賃金は、もちろん安いよりは高い給料のほうがいいということに

なります。さらに、できれば日祝日、もしくは土曜日が休みで、勤務時間は８時から５時とか、９時

から６時など日中の時間帯で、通勤はできるだけ近いところ、こういう希望の方が多いということで

す。 

一方で、企業側は、最近特に多いのが、経験者で、あしたから一人前に仕事をしてもらいますとい

う、いわゆる即戦力になる人を採用したいとか、有資格者が欲しいという傾向がありますが、なかな

かそのような求職者が少ないということです。それから、若年者です。法律では年齢を定めて求人を

することが原則できないことになっていますから、安定所に行って求人を見ますと、ほとんど年齢不

問となっています。しかし、紹介状をもらって面接に行くと、会社側から若い人を採りたいと言われ

たという話もよく聞きます。そこはいろいろな問題点がありますが、会社側は、できれば同じ経験、

同じ資格を持った人であれば、若い人を採用したいという傾向が強いわけです。 

企業側は福利厚生費等も含めて人件費をできるだけ抑えたいという意識がありますし、特に被災地

では、まだ将来の見通しが立たない、不透明だということで、なかなか正社員としては採用できない

という話も聞きます。３カ月、６カ月など期間を区切った求人、あるいは勤務時間が１日４～５時間

とか、週３日間とか、月に 10 日間だけというようなパートタイム、派遣労働者、嘱託労働者など、い

わゆる非正規の求人が非常に多くなっています。 

このような一般的なミスマッチの他に、もう一つ、被災に伴う新たな困難課題が生じています。被

災で住宅を失った方がたくさんいらっしゃるわけですから、これからは住宅再建をしなければなりま

せん。そうなると、不安定な仕事に就くわけにいかない、長く勤められる安定した仕事に就きたい、

あるいは一定の賃金がないと家も建てられないということになります。そうすると、正社員の求人も

少ない、賃金水準も高くないという中では再就職がなかなか厳しく、これは震災に伴う１つの問題だ
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と思っています。 

それから、特に女性、高齢者、障害者の方で多いと思いますが、仮設住宅は交通の不便な場所にた

くさん建っていますから、仮設住宅に住んでいる方は通勤が非常に困難だということです。自動車を

流されてしまったとか、運転免許がない、公共交通、バス路線等がないということで働きたくても通

えないことがあります。送迎バスを出してくれるところも少なく、会社が高台に移転したために遠く

なってしまったなど、通勤困難の課題もあるかと思います。 

また、震災で家族、親戚、身内で犠牲になった方などがあって、新たに家事の負担が増えたとか、

家族の介護、子どもの世話があって、勤務時間や勤務場所が限られてしまうために就職が難しいとい

う話があります。 

水産加工業は人手不足だということをいわれています。水産加工業の場合は年齢が高くても働いて

いる方が多かったし、これからも働きたいという方も多いわけですが、人手不足といわれている一方

で、一部の企業ではこの機会に若返りを図りたいので、若い人を採用したい意向があるということも

聞いているところです。 

 

■雇用維持・雇用創出のための制度 

雇用維持とか新たに雇用をつくるための制度は、どのようなものが設けられているか、国の制度の

他に、県独自の制度や市町村独自の制度もたくさんあると思いますが、国の制度を中心に説明します。 

まず、雇用保険失業給付の特例措置です。一般的には休業とか一時的な離職で、また一定期間がた

ったら再雇用するという雇用予約がある場合は雇用保険の失業給付の対象にはなりませんが、今回の

震災では、このような方々も支給の対象にしたり、給付日数も延長するという対応がありました。 

次に、雇用調整助成金の拡充です。これは一言で言えば、事業が厳しくて本来であれば従業員を解

雇せざるを得ないけれども、休業や職業訓練を行い、休業手当を支払って雇用を維持する場合に、国

から一定の助成金を支給する制度です。震災に伴い、それまでの要件を緩和・拡充して、解雇を食い

止めてもらったということです。その実績は、約１年半で、県内の計画届けの受理件数は、のべ 5,893

件、雇用維持された対象労働者数は、のべ 22 万 8,000 人余りにのぼっています。 

被災者雇用開発助成金というのは、もともと特定求職者雇用開発助成金といい、障害者、高齢者、

母子家庭の母など、いわゆる就職困難な方を長期に雇用した場合に助成する制度です。今回被災者を

雇い入れた場合も対象にするということで設けられた制度です。 

緊急雇用創出事業は、平成 20 年度の第２次補正予算でできた制度ですから、直接的には震災対応

とは別ですが、いわゆる県がさまざまな事業を、自治体、民間、NPO、シルバー人材センターなどに下

ろして、そういうところで事業を起こして雇うという事業です。これの欠点は、短期雇用ということ

で、原則として３カ月とか６カ月とか１年ということなので、ずっとそこに就職できるものではない

ということです。 

グループ補助金は、被災した企業がグループをつくって、復興事業計画を作成し、県から認定が受

けられれば、国から四分の二、県から事業費の四分の一、合わせて四分の三の補助が受けられるとい

う制度です。所管は中小企業庁ですが、実質上県が運用しています。 

このグループ補助金は、企業側の評価も高く、被災地の企業復興においては非常に有効な制度だと

思います。一方で、予算の制約があって、申請しても通らなかったところもあります。県内では５次

の募集で延 175 グループが申請して 51 件しか認定されなかったわけですから、３割も認定されないと

いうことです。このような企業側のニーズが高い制度は、もっと拡充する必要があると思います。 
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■被災地の雇用改善の方策 

いろいろ工夫すれば被災地の雇用改善の一助になることもあるのではないかということで、私見で

すが幾つか掲げてみます。 

１番目は総合的な復興事業の促進です。住宅の建設とか、住宅地の整備、公営住宅の建設、交通機

関の整備、医療・福祉の再建・整備、教育の整備等々の生活再建は、どれも欠かさず全体を早急に進

めていかなければならない課題です。 

産業や雇用の再建に関しては、例えば漁業関係で言うと、まだ船もそろわない、漁港の整備も整わ

ない、製氷工業も水産加工場も整わないといったことがたくさんありますが、それらを早急に整備す

るとか、商工業を再建するとか、地域コミュニティーをつくるなど、復興事業全体をスピード感を持

って強力かつ迅速に進める必要があると思います。復興が遅れれば人口の流出にも拍車がかかり、雇

用の面でも大きなマイナスになります。 

国は復興予算を措置しているわけですが、西日本のほうで復興事業とはまったく関係ないところに

巨額の予算が投入されているということがテレビのニュース番組で指摘されていました。そのような

金があるのならば復興事業に回せというのは当たり前の話です。真に必要なところに予算を付けるた

めには、被災地から声を出し続けるということが絶対に必要だと感じています。 

２番目は、事業主や失業者の要望に応えた雇用創出対策です。今仕事を探している人、あるいは事

業再建を図ろうとしている事業主はどのような対策を求めているかといえば、１つは、働く人からす

れば安定した就職に就きたいという人が圧倒的多数ですから、その対策が必要です。そのためには、

従業員を雇い入れた場合に助成すると同時に、その条件として長期に安定的に雇用することという安

定雇用の実現に結び付くような助成をしていく必要があると思います。その意味では、先ほど説明し

た緊急雇用創出事業は短期雇用という問題点があるので、改善する必要があると思います。 

支援制度は、活用しやすい制度で、緊急に早期に対応してくれる制度、公平な制度が望ましいと思

います。例えば雇用調整助成金とか、被災者雇用開発助成金とか、成長分野等人材育成支援事業とか、

労働局に勤務しているわれわれが見ても、これはいったい何だろう、よく似たような名前で訳がわか

らないというのがたくさんあります。一般の事業主や求職者からは、どこが同じでどこが違うのか非

常にわかりにくいと、よく指摘を受けます。ですから、こういうものは、わかりやすく活用しやすい

ものにするべきです。 

公平という観点も大事だと思います。さまざまな制度が次から次へと出てきて、しかも頻繁に改正

が行われるという状況がありました。例えば、ある社長さんから、赤字を出してまでも従業員を解雇

せずに雇い続けたのに、そのあとで従業員を解雇しても助成する制度ができるというのは不公平では

ないかという指摘がありました。 

公共職業訓練については、訓練を実施しようと思っても地域に訓練機関がないとか、訓練を受けて

資格を取っても、それを生かせるような訓練ではないという事例もあります。例えば、宮城でトリマ

ーとかネイルアートとか、そういう訓練もあったそうですが、そのような求人はないという話です。

訓練をやるからには就職に結び付くものでなければならないというのは当然のことだと思います。 

３番目に、グループ補助金などで中小企業が置き去りにされているということが新聞記事などにも

出ています。個人企業、中小企業に対する支援の強化も必要です。 

４番目に、雇用拡大が見込まれる産業の育成や、地域の特性を見据えた産業の育成というのも、大

いに知恵を絞る必要があります。その点では、西和賀で地域の特徴を生かしていろいろな工夫をして
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いるということは、被災地の産業を興すという上でも、何か参考になることがあるのではないかと思

いました。高知県に馬路村という人口 1,000 人に満たない小さな村がありますが、ユズが特産品で、

ユズ製品をたくさん開発して、今や全国ブランドで非常に売り上げを伸ばしているということがあり

ます。そういった地域独自のブランドを確立するとか、特徴を生かすということです。 

大船渡でいえば、アワビは中国でも高く評価を受けているという話を聞きますし、沿岸に健康にい

い海藻があって、今後研究の余地があるとか、田野畑でサッパ船を観光に生かしたり、野田で塩をつ

くって販売したり、いろいろありますが、そういう地域の特徴を生かしたもので就労拡大を図れない

かというふうに考えます。 

５番目ですが、戦後、戦争で大量の失業者が発生して、国が失業対策事業というのを全国的に行い

ました。失対事業と同じようなやり方がいいかどうかは別にして、なかなか民間で仕事がないのであ

れば、公的就労事業も考えてみたらどうかというふうに思います。 

６番目に、今被災地では自治体職員が不足しているとか、医療福祉関係など、労働者が不足して大

変だという分野があるので、こういうところは人を増やす必要があるということです。県も任期付き

で採用したりしていますが、復興の上でも自治体職員の増員は欠かせないし、雇用の機会を図るとい

う意味でも必要だと思います。 

７番目に、不法就労や労働災害を防止するための対策の強化です。大船渡地域、釜石地域で社長さ

んたちの話を聞くと、特に建設業の場合は、３次、４次、５次、６次下請けがあって、下請けで仕事

をやったけれども、請負代金を結局もらえなかったとか、あるいは、下請けしたけれども、元請けに

言われるまで働く場所がどこになるかわからなかったという話も聞きました。そういうことの対策を

強化する必要があると思います。 

最後に、個人企業、中小企業に対する支援の強化も必要ですし、安定雇用を図るという意味では、

低賃金や不安定雇用を生み出している労働法制の問題点を見直していく必要もあると感じています。 
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第３回 大船渡市「いのち・くらし復興塾」（１） 

 

標題 「雇用と地場産業再建のための制度とその問題点」 

弁護士 佐々木 良博 

 

■はじめに 

私は法テラス岩手の所長をしている関係で、自治体の復興担当職員の方々から話を聞く機会があり

ますが、共通して言われるのは、例えば集団移転の土地を自治体が買い上げようとしても抵当権が設

定されているとか、あるいは相続関係が複雑で何年かかるかわからない、事業者の事業再建がなかな

か思うように進まない、人口の流出がどんどん続いているという問題です。 

これらの問題は、国が制度としてきちんと取り組まなければ、とても解決できない課題です。とこ

ろが、自治体が今抱えている本当の問題点、復興に向けて何が今障害になっているかということを、

国はきちんと認識した上で政策や制度設計をしているのかということになると、大きな疑問がありま

す。東北の私たちはもっと国に対して要求を出していく必要があると思います。 

 

■被災地の現状 

岩手大学の先生方と一緒に調査した中でも、被災後、青壮年層は収入を得るために、地元にいられ

ない、町外に出ざるを得ないという実態がわかりました。 

震災で仕事を失ったと回答した人が４割ですが、６割の中にはもともと仕事のなかった人や、年金

生活をしていた人たちも含まれていますので、持っていた仕事を失った方の比率はもっと高いと思わ

れます。農林漁業者では 67％の方が職を失い、その結果、無収入になった人が震災前に比べて倍増し、

20 万円以上の収入を得ている人が半減しています。 

仮設に入っている方々がどれぐらい負債を抱えているかというと、住宅ローンのある人が 26.7％、

自動車や船舶のローンを抱えている人が 27.7％、教育ローンなど、その他の債務を持っている人が

39.3％でした。震災前に持っていた負債をなんとかしなければ立ち行かなくなるという状況が示され

ています。 

被災した 12 市町村から外に出ていった人たちは、平成 23 年 12 月時点で約１万 3,000 人といわれ

ています。そのうち 40 歳未満の人が 5,000 人で、４割の人が地元を去っています。なぜ人口が流出し

ているかというと、住むところもなく、収入を得る手段を失ったからだと思います。平成 24 年１月か

ら雇用保険の支給の打ち切りが順次続き、もう全部打ち切られたことを考えると、現在はこの何倍か

の数が流出していると思われます。平成 24 年７月 20 日の時点で雇用保険が打ち切られた人の数は、

2,433 人で、そのうち 66.6％の人が、今も再就職できない状況です。 

平成 24 年７月の報道では岩手県の有効求人倍率は 1.01 倍ですから、全員が就職できるという数字

です。ところが、求人の内訳を見ると、ほとんどが建設と建設に関連する保安サービスの仕事で、し

かも一時的な雇用で、都市部に集中しています。 

平成 25 年３月で中小企業金融円滑化法という法律が打ち切られます。この法律でかなりの事業者

の方々は当面の返済方法が軽減されていたはずです。それが全面的に打ち切られるということになる

と、そのあと、従前どおりの督促が始まるわけですから、倒産のような事態が４月以降かなり出てく

るのではないかということが心配されます。 

岩手県が調査したところでは、再就職することができない方々のほとんどが地元で働きたいという
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希望を持っており、できたら元の職場に戻りたいと思っているという結果でした。しかし、地元を離

れて生活している人は、当然そこで少しずつ生活の基盤ができていくわけですから、復興が遅れれば

遅れるほど、戻ることが困難な状況が急速に進んでいくと思います。 

人口の流出を食い止め、被災者の地元で働きたいという思いに答えていくためには、地元での雇用

を創出する地元の事業者の再建が不可欠です。また、ある地域で住民が生活をしていくためには、食

料や生活雑貨が手に入ることが必要です。それだけではなくて、床屋さんとか、病院とか、ガソリン

スタンドといった生活に必要なサービスを提供してくれる施設がなければ、生活は成り立ちません。 

そういう物品やサービスを提供してきたのは、地場に住んで営業してきた個人事業者、あるいは中

小の事業者です。従って、地元での事業者の再建というのは、単に雇用を生み出すというだけではな

くて、まさにその集落を成り立たせるための必要な条件ということになります。 

被災した事業者が事業を再建するということは、地元の復興の担い手になるということでもありま

す。そして、地域の再生や再建を推進して、地域社会を強固にするという意味も同時に持つことにな

ります。さらに、再建した事業者がその地域内で再投資を行うことによって、さらなる雇用を生み出

し、所得を生み出すということになりますので、住民の生活がそれによって維持され、拡大されると

いう役割を果たすことになります。 

京都大学の岡田知弘先生は、これを地域内経済循環という言葉で呼んでいます。地場の事業が再建

される、その人たちが再投資をする、その循環によって経済が活性化し、かつ地場の社会の基盤が強

固になっていくということですが、そういう役割も被災地の事業者の事業再建の効果としてあるとい

うことを強調されています。 

しかし、地元の事業者が自力で再建することは極めて困難だと思います。そこには公費による支援

が必要です。また、被災前から負債を持っていた事業者が再建を果たすためには、二重ローン問題の

解決が不可欠であると思います。 

 

■地場産業再建のための制度 

（１）事業者の再建に対する公費の助成制度 

漁業に対しては、十分とはいえないまでも、かなりの税金を投入するシステムがつくられています。

漁業以外の事業者については、今つくられている支援の仕組みというのは、金融機関からお金を借り

る場合の保証や、長期・低利の融資をする制度が設けられてはいます。しかし、事業を再建するため

に、その再建資金に公費を助成するという制度はただ１つだけです。岩手県中小企業等復旧・復興支

援補助事業、いわゆるグループ補助金という制度です。 

グループ補助金はどういう制度かというと、まず、業者が複数でグループをつくって、事業計画を

つくります。それを申請して認めてもらえると、生産販売施設の復旧・整備の費用の四分の三を国と

県が出すという制度です。四分の三も出してもらえるのですから、これが使えたら事業者としては相

当助かります。仮に 10 億円再建資金が必要だとしても、７億 5,000 万円は国と県が出してくれるとい

うことですので、非常にありがたい制度です。ところが、この制度は、十分に活用できる状況にはな

いと言うしかありません。 

グループ補助金で再建を果たしている事業者を見ますと、第４次募集までで、岩手では 51 グルー

プです。合計で 577 億円、国が 385 億円を負担し、岩手県が 192 億円を負担しています。宮城は 89

グループ、福島は 131 グループ、全国の合計は 329 グループ、合計金額は 2,906 億円です。国が負担

しているのは 1,937 億円にすぎません。 
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しかも、このグループ補助金の支援を受けることができているのは、東京などに本社を持っている

サプライチェーンと、地場の大手の企業の２種類しかありません。岩手はサプライチェーンの比率は

低いのですが、地場の大手企業がほとんどを占めています。最近になって、山田や大槌の辺りの小規

模の事業者がグループをつくって申請したのがやっと認められました。 

なぜこんなことになるかというと、２つの理由があります。１つは、国の予算があまりにも少な過

ぎて、効果の高いところを優先せざるを得ないことです。もう一つは、この予算を増やしてどんどん

支援をすると、県の負担が大変になるため、県の予算が潤沢でなければ、とても県の負担額を賄えな

いという問題があります。 

もともとこの仕組みをつくった際に、支援対象がかなり限定されたものとしてつくられています。

要綱で決められているのは地域の基幹産業や雇用経済規模の大きな企業と、わが国経済のサプライチ

ェーン上重要な企業ですから、必然的に地場の大手企業とサプライチェーンが支援を受けることにな

らざるを得ない仕組みになっています。 

腹が立つのは、そういうわずかばかりのお金しかグループ補助金で使っていないにもかかわらず、

震災と関連性のないところに極めて多額の税金が投入されているということです。例えば、東京都と

千葉県の駅前の再開発事業に 20 億円出していたとか、さらにはバス停のところに外国語を表示する費

用に８億円も使っていたとか、あるいは自衛隊情報保全隊という国民の動向を監視する部隊ですが、

ここの機材の購入費もこの震災復興の資金から出ているということが報道されていました。 

特に許し難いのは、国内立地推進事業費補助金では、岐阜県にあるコンタクトレンズのメーカーに

対する支援が復興費の中から出ています。どういう関係があるのかというと、仙台に支店があるとい

うだけです。しかもその合計額を見ると、国内立地推進事業費補助金が 2,950 億円もすでに出ている

のです。 

グループ補助金で被災地の事業を再建するために出している国の負担金は 1,937 億円にすぎないの

に、震災と関係ないと思われる岐阜のコンタクトレンズの会社に出すような国内立地推進事業費補助

金の合計額のほうが、1,000 億円も多く支出しているのです。国は被災地の状況をきちんと認識して、

何を国がしなければいけないのか、どういう制度をつくって、どういうところに公費を使わなければ

いけないのかという認識が不足しています。 

グループ補助金の予算を大幅に増やすとともに、グループをつくらなければ出さないというような

形ではなくて、それとは別枠で、事業者に対する再建資金に対して公費を出すシステムを新たにつく

る必要があると思います。 

 

（２）二重ローンの解消策 

事業者の再建にもう一つ必要なのは、二重ローンの解消の問題です。現在用意されている二重ロー

ンの解消策は２つあります。１つは、個人事業者についての解消策である私的整理ガイドラインです。

これは、一定額を弁済することで債務の免除を受けられる、保証人も免責される、500 万円までは手

元に残る、家も場合によっては守られる、抵当権も抹消されるという、非常にメリットがある制度で

す。 

ところが、この私的整理ガイドラインという制度が使われれば、助かる人たちがたくさん出てくる

はずなのですが、現実には使い勝手が悪くて、平成 24 年９月末の時点で、このガイドラインを使えて

いるのは、全国で 83 件、岩手では８件か９件だと思います。現在は、全国で 100 件を超えている程度

です。 
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なぜかというと、このガイドラインの要件に問題があります。１つは震災によって支払い不能にな

ったという要件が必要です。それから債権者にとっても経済的な合理性があることです。破産すれば

債権者は何も取れないのだから、それよりもましであるということが要件としてあるわけです。 

さらに、原則として５年以内に分割返済しなければいけません。これが非常に厳しいのです。例え

ば資産価値が 1,500 万円で負債が 1,000 万円という場合、500 万円を５年で返済するというのは極め

てきつい話です。この５年というのを延ばさないと、なかなかこの制度が使えないという問題があり

ます。 

さらに運営委員会に文書を提出しても、運営委員会で、これが足りない、あれが足りないというこ

とをやっているうちに、どんどん月日がたちます。本来であれば残せたはずの 500 万円の中から返済

を続けて、運営委員会からやっと通知を出した段階では、生活再建資金が底を突いてしまっていると

いう事態も生じています。日弁連は、このガイドラインの運用を緩和しろという意見を出し続けてい

ますが、なかなか進みません。 

次に、東日本大震災事業者再生支援機構と産業復興機構のことを、ごく簡単に説明します。これは

中小企業を対象にしますが、そこの債権を支援機構が買い取る制度です。平成 24 年９月 10 日現在、

岩手県内では、支援機構で債権の買い取りが行われた企業は、たった６社にとどまっています。これ

は、再建可能性という要件を厳しく運用しているからです。岩手県の産業復興機構のほうは、平成 24

年 10 月５日現在で債権の買い取りが行われたのは 27 件だけです。 

従って、二重ローンの解消策である私的整理ガイドラインは、もう少し運用を緩和して使い勝手を

よくしていかないことには、何のための制度かわからなくなります。同じことが支援機構の場合にも

いうことができます。再建可能性を緩和するという措置を取らない限りは、せっかくの制度が生きて

きません。 

 

■再生と活性化に何が必要か 

現在、防潮堤や橋や道路をつくるとか、集団移転とか、かさ上げして住居や商店をつくるというこ

とが進められています。あるいは企業を誘致して地元の経済を活性化させようという復興計画も、ど

この自治体も取り入れようとしているようです。 

けれども、防潮堤をつくり、道路をつくり、橋をつくり、あるいは企業を外から持ってくるという

ことで、本当にその地域の復興、その地域の再建、再生というのができるのでしょうか。 

本当に今求められているのは、その地域が歴史的、文化的、経済的にどんな地域なのか見直し、そ

こにある資源をもう１回見詰め直して、その上で自分たちの地域を本当に再生するためには何が必要

かを考えて実施していくという取り組み、知恵を出し合うことではないかと思います。本当に地域を

活性化させるためには、各地域で根本的な理念のようなものを、もっと議論する必要があるのではな

いでしょうか。 

 

■東北の視点 

まず、今回の震災は東北で起きた震災だという視点を抜きには考えられないと思います。この視点

を抜きに復旧・復興を考えたとしても、また過疎と高齢化が進むまちが再生されるだけになるのでは

ないかと思うからです。 

東北地方というのは、縄文時代は日本の中心だったといわれています。たくさんの遺跡があること

からもわかるように、縄文時代は日本の中心であった東北が、畿内に日本の中心が移るに従って、東
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北は辺境の地と見なされ、えぞ地とか、えみしなどの蔑称で呼ばれるようになりました。明治維新の

ときに、会津、仙台、南部が、賊軍として明治政府に断罪されたことで、東北地方は無価値な土地だ

という蔑視が定着することになりました。 

戦前は、東北は米と女郎と兵士の供給源だといわれ、戦後は、米をはじめとする食料と労働力と、

それ以外のいろんな資源の供給源となり、国からわずかばかりの公共事業や補助金をもらって、その

代わり、東京の人たちにとっては必要だけれども自分のところには欲しくない嫌忌施設、産廃の施設

だとか原発だとかを受け入れる土地になってしまいました。 

東北学を提唱している赤坂憲雄さんは、東北の状況について、東京の植民地である点で東北は沖縄

と変わりがないということを言っています。東北をどう見るのかについては異論があるかもしれませ

ん。ただ、そういう位置付けの中で、私たちの心根というか、心性自体が植民地的な意識になってい

たのではないかと思われてなりません。自分の頭で考えて地域をどうするかという発想よりも、とも

かく国から補助金をもらってこよう、公共事業をもらってこよう、あるいは、企業を他から持ってき

て、なんとか経済を活性化させようという外頼みの態度を、私たちが知らぬ間に身に付けてきたので

はないかという思いが私にはあります。 

子どもが高校を卒業すると、もう地元には戻ってこないと私も考えてしまっています。私の友人な

どもみんなそう思っているようです。しかし、子どもたちが、生まれたところで学校を卒業し、働き、

結婚し、年を取り、あの世に旅立っていくという当然のことを、なぜ私たちは望まなくなったのでし

ょうか。子どもは離れて仕方ない、なぜそういう気持ちになってしまっているのでしょうか。自分た

ちのところには何もないから出ていくのは仕方ないという心性に、私たちが少しずつなってしまって

いたのだと思います。 

その結果として、結局は外頼みで、国から補助金、公共事業をもらう、あるいは外からの企業を持

ってくるという発想になってきたのではないかと思います。しかしながら、私たちは、それがまった

く意味がないことに気が付かされているはずです。公共事業をいくら持ってきても、そのときはいい

かもしれないけれど、それが本当の意味でまちづくりになっていない、企業を外から持ってきたって、

それが本当の意味でまちの活性化につながらないということは、嫌というほど経験していると思いま

す。 

例えば、かつて新産業構想というのが打ち出されて、どこの地域も工業化を図ろうとしました。し

かし、ほとんどは失敗に終わり、広大な荒れ地が残りました。その荒れ地は今、福島の原発になった

り、青森の六ヶ所村の核燃再処理施設になったりしています。 

その後、国はリゾート開発構想というのを打ち出しました。岩手でも８つぐらいリゾート開発構想

が打ち出されましたが、全部失敗しました。 

企業の誘致に関しては、うまくいっているところも確かにありますが、誘致したけれども撤退され

ているところもずいぶんあります。企業はなぜ東北に来るかというと、安い人件費です。その企業は、

価格競争で生き残ろうと考えるわけですが、アジアでつくった商品と競争できなくなると、その企業

は撤退せざるを得なくなります。あるいは、ある製品をつくっている企業があったとすれば、社会情

勢が変わって価値がなくなると、そこはすぐ撤退してしまいます。企業誘致の難しさというのは、社

会情勢とか、価格競争に敗れて撤退してしまえば、その地域には何もなくなってしまうということで

す。 

しかも、企業の利益は地元には残りません。わずかばかりの雇用は生まれ、地元には固定資産税を

はじめとして法人税などは少し落ちるかもしれません。けれども、その企業が得た利益は全部本社が
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ある東京に持っていかれて、地元には還元されません。 

そして一番の問題は、その企業に寄りかかってしまうことです。私の生まれ故郷である釜石がなぜ

これだけ衰退したかというと、製鉄所に全部おんぶにだっこだったからです。どんなに公害があって

も、市民はみんな我慢して、何も言いませんでした。突然、3,500 人ぐらいいた従業員が、高炉の廃

止によって 500 人ぐらいまで減らされました。その間に、私も含めて釜石市民は、製鉄所があるから

全部頼っていればいいということで、自分の頭でまちづくりを考えなくなってしまいました。製鉄所

がなくなったあとも、自分の頭でまちづくりを考えられないままに、どんどん人口の減少を招いてき

たのではないかと思っています。 

公共事業や補助金頼りの、あるいは企業誘致に頼った開発は、本当の意味での地元の活性化にはつ

ながらないと思います。 

 

■発想の転換 

それに対して、葛巻町は、まったく発想を転換しました。もう無い物ねだりはしないと考えたわけ

です。無いものを他から持ってきて、なんとかしようということはやめることにしました。葛巻町で

も、一時は公共事業や補助金や企業誘致で活路を見いだそうとしましたが、全部失敗して、もう外頼

みはやめよう、うちにある資源をなんとか活用しようということで、３つの資源を見いだしました。 

それは、天の恵み、地の恵み、人の恵みです。天の恵みというのは太陽と風です。地の恵みという

のは水やヤマブドウです。酪農の地ですから、酪農のふん尿も資源です。人の恵みというのは、長い

歴史の中ではぐくまれてきた人と人との結び付きです。それらを使ってまちの再生や活性化に取り組

みました。 

葛巻町は酪農と森林を基幹産業としていますが、酪農は乳価がなかなか上がらないし、森林も外国

から安い材木が入ってきて、それだけでは食べられません。なんとかそれを基幹産業としながらも、

他に多角的に収入の道を探そうと考えました。酪農で言うと、まず１つは牛の預託です。牛が乳を出

すまでの間、子牛を飼うということで、町外からも預託を受けます。それで年間３億 5,000 万円ぐら

いの収入を生み出しました。 

それから、森林の関係で言うと、ヤマブドウをぶどう酒にして飲んでいたので、葛巻ワインを始め

ました。それから、木のくずを使ったペレットをつくるとか、「岩手くずまき高原カラマツ」というブ

ランド化を図って、それを建材、あるいは炭として売り出しました。頭を使って、地元にある資源を

使って、多角的な収入の道をつくり出したわけです。 

併せて発電事業です。風の強い地域というのを逆手に取って風力発電、牛のふん尿や木のくずを使

ってバイオマス発電、小川が流れていれば小さな水力発電、太陽光の発電もやって、まちで必要な電

力の 1.6 倍の電力を生み出し余ったものを売却しています。 

地元の人たちが本当に今地元にある資源を頭に置いて、それを活用しながらまちおこしを考えてい

くという発想が必要ではないかと思います。 

 

■防潮堤は必要か？ 

復興計画を見ると、どの自治体もハードとソフト両面から安全を確保するとしています。ハードと

いうのは防潮堤、ソフトというのは避難路を確保して高台に逃げるということのようです。しかし、

海も全く見えなくなる 15 メートルもの巨大な防潮堤の下で生活するということで本当にいいのか、も

う一度きちんと考えてみる必要があるのではないでしょうか。 
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限界集落の研究をしている人の話では、現在の被災地の地図と 100 年くらい前のその地域の地図を

重ね合わせると、今回被災した地域は 100 年くらい前は海だったということです。つまり、今回の津

波は、もともと海であったところに被害をもたらしたということです。東北の町や村はかつては人口

が少なかったために、人々は必ずしも海辺には住んでいませんでした。当時はたくさん子どもが生ま

れてもたくさんの子どもが幼くして死ななくてはならなかったために、人口はほとんど変化がなかっ

たということです。ところが、昭和一桁代に入り食料や健康問題、衛生問題が改善されるにつれ、子

供たちは元気に育つことが可能となり、ほとんどの子供たちが成人まで生きることができるようにな

りました。その結果、人口が増え住むところが必要になってきたために、次第に海岸線のほうに住ま

いや生活の場が広がるようになり、やがては海であったところを埋め立てて、新しい住宅、工場、作

業所をつくるようになりました。そして、高潮や津波の被害を防ぐために、コンクリートで防潮堤を

築くようになりました。 

今回被災した場所が 100 年前は海であったのであれば、復興も３・11 の直前の状態に戻すという発

想ではなく、100 年前に戻すという発想に基いて行うことはできないのでしょうか。もともと海であ

ったところは海に戻し、人は安全なところまで海岸線から退いて生活するということはできないので

しょうか。 

今回の津波による被害がなくとも、人口はどんどん減少を続けていました。数十年たてば、人口は

６割とか７割まで減少するといわれていました。今回の津波被害によって、人口の減少はより一層進

むのではないかと思われます。おそらく、遅からず 100 年前の人口にまで減ることになるでしょう。

そうであるなら、かつて海であったところは海に戻し、浦や潟や浜であったところは浦や潟や浜に戻

して、人は高台で生活していくことも十分に可能なのではないかと思われるのです。そして、その場

合は、何も 15 メートルもの防潮堤は必要がないということになります。15 メートルもの防潮堤に囲

まれた中で、高い所に登らなければ全く海を見ることができないという生活を送るのではなく、いつ

でも海を眺めながら生活することができる、そんな生活を取り戻すことをもう一度真剣に考えてみて

も良いのではないかと思うのです。 

おそらく反論もあると思います。しかし、そういった議論を、今回の復興を考える際にきちんと行

うべきではなかったのか、どうして最初から 14 メートル、15 メートルという高さの防潮堤を建設し

巨大なコンクリートによって安全を守るという発想でしか出発できなかったのか、私の根本的な疑問

はそこにあります。 

確かに復旧・復興は急がなければなりません。しかし、私たちは復興・復旧を急ぎながらも、自分

たちの住むところをどうするのかという議論を、海をどうする、防潮堤をどうする、まちをどうする、

まちの活性化をどうやって図るのかという議論を、どこかできちんとしておく必要があるのではない

か、そうでなければ、りっぱな橋や道路や防潮堤は建設されたとしても、住む人のほとんどいない巨

大な廃墟のようなまちが生まれてしまうのではないかと恐れています。 
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第３回 大船渡市「いのち・くらし復興塾」（２） 

 

標題 「岩手の水産業・漁業に関する問題提起」 

岩手県立大学准教授  桒田 但馬 

 

■はじめに 

今日私がお話しするのは、漁業・漁協に関する問題提起ということになります。担い手というのを

考えると、岩手は、漁協を核とするというのが既定路線化されていたわけです。しかし、壊滅的な状

況になって新たに進めようというこの段階で、さまざまな利害関係があるわけです。その中で、主体

のあり方を考える必要があるのに、岩手では十分に議論されていません。もう一度原点に戻って議論

する必要があるのではないかというのが、私の問題提起です。 

岩手県の復興計画では、漁協を核として復旧・復興を果たすと示されました。漁協が漁業・水産業

の復興の核となるということであれば、漁協というのはそもそもどういうふうな性格で、どういう問

題を抱えていて、どういう課題があるかというのを、組合員だけでなく県ぐるみで議論して、合意形

成がいるのではないかと思います。 

 

■宮城県の復興方針 

宮城県の水産業に関する復興方針は、漁業権を民間に開放するという復興特区が最大の特徴でした。

宮城県は、漁業の復旧・復興を誰が主になって担うかという問題提起をしたところには大きな意義が

あったと思います。 

宮城県は復興特区を通して、漁業を行う権利をめぐる漁業権に対して民間に開放するというのが最

大の特徴でありました。これは、震災直後から村井知事がメディアに出て主張されていたので、多く

の方がご存じだろうと思います。とりわけ養殖業ということで、従来、養殖業は漁協に優先的に漁業

権を付与することになっておりましたが、その順位を変えながら、民間に養殖業をする権利を与えま

しょうという趣旨でした。それに県漁協は猛反対しました。 

10 月の段階で、復興計画には、検討課題というふうにトーンダウンしています。次期漁業権切り替

えまでの検討課題、そして地域としっかり議論するというふうになりました。残念ながら、漁業者と

の協議、調整というのは、今もって十分ではないということです。 

岩手県の水産業に関する復興方針は、漁協を核とするというものです。具体的には、漁協を核とし

た漁業・養殖業の構築と、産地魚市場を核とした流通・加工です。流通・加工にも漁協を中心的に位

置付けています。 

 

■漁業権の民間開放 

県内の 24 漁協に河北新報がアンケートを取った結果では、漁業権を民間に開放することについて、

約 90％が反対しています。漁業権の民間開放については、大震災前も国を中心に積極的に主張されて

いました。大震災後は、水産庁が積極的な姿勢で民間開放を主張していますし、国のスタンスも、東

日本大震災からの復興の基本方針で積極的な立場です。 

賛成論は、大震災で水産業・漁業は壊滅的被害を受けたため、これを復旧するには、民間の資金や

民間の経営力を通じて体質強化・効率化を図りましょう、あるいは、民間の力を借りて、技術やノウ
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ハウを導入しましょう、個人の漁業者では資金力がないので、民間の力で資金力を強化して助けてい

きましょうという主張です。漁業者の減少、高齢化についても、自由に民間企業が入って、多くの従

業員を引き連れてくれば活性化するのではないかという主張です。 

また、漁協の脆弱な経営基盤を民間の力を入れて立て直すのが大事だという主張もあります。漁協

の経営については、外部監査がなく、内部だけで監査をしているので、公平性、公正性、透明性がな

いことや、震災後は、公的資金や義援金がどういうふうに使われているかというのが全然見えないと

いうことが指摘されています。 

これに対して、県漁協、県漁連、全国漁連、岩手県などの主張は反対論です。現行法でも企業参入

は可能なので、現行法の枠組みで、まず議論したらいいという主張です。今この時期にそういう議論

をするのは、漁業者のやる気をそぐし、不安をあおるので、するべきではないということです。今い

る漁業者で、特に若手がもっともっと漁場を広げていきたいので、その方々が漁場を増やせばいいと

いうことです。ここが新しく人を入れるという論理と大きく違います。 

また、自治の問題で、漁業をやる代わりに漁場や漁港などの維持管理に責任を持つという、参加と

責任による秩序形成を崩壊させるという主張も反対論としてあります。また、漁業者間で分断すると、

漁業者を混乱させるという主張もありました。 

それとともに述べられていたのが、今回の宮城を事例に挙げれば、被災者・地域視点というのがな

かったという主張がありました。宮城県知事は、地域との会話とか、県漁協との対話というのがあま

りなかったので、こそこそ進めるなというものです。地域との対話とか、漁協、漁業者の理解が得ら

れておらず、特区をすれば漁業・水産業が変わるというようなイメージで、特区という用語が独り歩

きしたということです。 

 

■岩手の漁業・漁協に関する問題提起 

宮城県の復興特区の問題では、議論の根本や手順が地域で共有できていなかったということを、わ

れわれは教訓として学ぶことができます。そして、漁業はいったい誰が担うかという主体に関する問

題提起についても、われわれは学ぶべきだと思います。なぜかというと、漁協が核ということで、主

体が漁協であるならば、漁協に関してしっかり議論しなければなりません。むしろ岩手のほうこそ、

担い手主体の漁協に関して、基本的な議論をしっかり踏まえておく必要があります。多額の公的資金

を注入しているわけですから、県もしっかりそれに入って、議論をしなければなりません。 

岩手の復興計画策定にあたって、漁協が核というのは既定路線化されていたことです。しかし、大

震災津波復興委員会と、総合企画専門委員会の議事録を見ても、核となる漁協について、ほとんど議

論されていません。 

一度だけ、国の復興委員会関係の専門委員で宮古の漁協の組合長でもある大井さんが、宮城を批判

しながら、漁協は大事な役割を果たしていると、ちらっと漁協の成果を挙げられました。それに対し

て、総合企画専門委員会の斎藤委員長が、最初の委員会で漁協について根本から議論する必要がある

ということを発言されました。 

国レベルでも漁協が担い手というのは大きな論点になっているし、岩手もそれぞれが地域で議論し

て、漁協がどういう性格を持っていて、どういう問題があって、本当にそれでいいのか、あるいは民

間開放とか、組合員同士や漁協同士の共同経営とか、いろんな形を模索しながら、漁業・水産業のあ

り方を考える必要があるという問題提起をされました。 
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しかし、それは一切取り上げられないまま、議事録には、委員長の問題提起どおりではなくて、漁

協を核とするのは当たり前というのに近い県寄りのニュアンスで載せられています。これは大きな問

題です。そういうプロセスを経ながら、漁協が核と既定路線化されたわけです。 

漁協については、過去にも経営基盤が弱いということはいわれています。しかし、漁協というのは、

組合員の民主化とか、組合員の暮らしや仕事の充実、発展を総合的にケアしていく役割が問われてい

るということが最も主張されています。組合員の参加とか信頼、自治というのが重要とされています。 

合併が進んで、岩手も組合員の数は増えており、経済状況についても、組合員１人当たりの生産水

準は高まっています。経済状況については、岩手に限らず、漁協の経営は、メーンになるべき事業利

益が赤字で、事業外利益の黒字で埋めてきたということが、過去にもずっと批判されています。健全

な経営状況ではないということです。財務状況については、損失金、つまりマイナスの部分が大きい

のが目立ちます。しかし、10 年ほど前がピークで、最近は改善されています。そういう中での震災だ

ったわけです。 

ここで議論になるのは、漁協の経営状況が悪いということがずっと問題視されているということで

すが、漁協に対して批判的な方々は、漁協の定置網頼みというやり方についての批判が非常に多くあ

ります。これは経営的には決して安定しているわけではないですが、一獲千金的なところもあって、

すごく稼げるときがあります。これは組合員が優先ではなくて、漁協の職員が中心となってやること

が多いので、組合員のほうを向いていないのではないかという批判もあります。要は、組織を維持す

るための事業というのに批判が集まっています。 

中長期的な課題ということでは、水産資源管理の向上等、幾つか挙げられますが、どの漁協も、こ

れについては一致しています。県漁連は数値を重視しており、とにかく経営改善ありきというのが強

く出ております。 

全国漁連については、震災直後から幾つかの漁業の課題を国に要望しているし、自分たちの課題と

して受け止めていましたし、漁協の原点に返るような文言がありました。それに対して、県漁連は、

震災前も合併だと言っていましたが、震災後も、組織力や経営力強化のために、まずは合併という主

張が高まっています。 

本当にそれでいいのでしょうか。遠回りでもないし、手遅れでもないので、漁協について考えまし

ょう。皆さんの意見をお待ちしております。 
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第４回 大船渡市「いのち・くらし復興塾」（１） 

 

標題 「地域計画と復興計画、そのあるべき姿」 

特定非営利活動法人 いわて地域づくり支援センター 若菜 千穂 

 

■はじめに 

いわて地域づくり支援センターは、岩手大学農学部の廣田先生が代表の NPO です。私たちは地域づ

くりのお手伝いや被災地支援などを行っています。 

地域計画と復興計画ということで、国の計画、県の計画、市町村の計画はありますが、自分たちの

地域は自分たちでなんとかしないと動かないということに皆さん気付いておられると思います。今日

の狙いは、地域計画というのはそんなに難しいものではないということ、そして、計画的に進めるこ

とが大切だということと、こういうふうにつくっていくと案外簡単にできるというあたりのお話をし

たいと思います。 

 

■集落共同体の復興計画（崎浜の事例紹介） 

最初に、崎浜の事例を見ていただくと、皆さんよくわかると思うので、ここから始めたいと思いま

す。 

崎浜では、他の地域と同じように、復興に向けた取り組みを始めております。地元の自治会の方が、

迅速な復興のために、自分たちでやったほうがもっと早く進むのではないかということで、自治会の

役員さん中心なのですが、自治会とは別に復興会議を立ち上げて、１回目の会議を６月 29 日にスター

トして、これまでに 11 回の会議をやっています。 

１回目の会議は自分たちで立ち上げられて、私や廣田先生は入っていなかったのですが、１回目の

会議を開いてはみたものの実際何を話していったらいいのかわからない、復興会議として、どういう

ふうにアクションをしていったらいいのかわからないというのに直面したということで、１回目の会

議が終わってから、私や廣田先生のところに相談がありました。６月の当時は、まだ国の動きもごち

ゃごちゃしているような段階で、ぜひ委員として入っていただきたいということで、委員として２回

目から入っております。 

２回目は、普通に「ロの字形式」で四角く机を並べていましたが、やっぱりロの字だとなかなか皆

さんが考えていることがわからないし、自治会の役員さんを中心に立ち上げていたので、メンバーの

中に被災者の方もいらっしゃらないし、女性の方も少なかったし、若い方もいらっしゃらなくて、廣

田先生のほうから、これは若い方、女性の方と被災者の方をちょっと入れないと話が進まないんじゃ

ないかということで、３回目に委員の方を増やしていただきました。 

手っ取り早く女性で被災者の方に６人ぐらい入っていただいて、そこから、震災後３カ月でいろん

な課題もあるだろうから、しっかり委員の方から意見を出していただくために、「ワークショップ形式」

というと堅苦しいのですが、班に分かれて自分の意見をしっかり出すような形で進めてはどうかとい

うことで、３回目ぐらいからワークショップ形式での委員会の進め方を取り入れました。それには、

うちの大学の学生さんも入って進めております。 

最初に何をやろうかというときに、いっぱい課題を出していただいて、その中で復興会議として取

り組むべきことは何だろうかということを、この３回、４回で議論していただきました。10 月、12
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月だったのですが、その中で委員さんから出たのが、例えば小学校の跡地活用とか、浸水した土地の

利用の方法、復興公園をつくるとか、記念誌をつくるとか、いろんな意見が出てきたのですが、実際

にこれを進めていくのは、仮設に住んでいる人がいる限り、ちょっとそれには取り組めない、最重要

な課題は、やはり集団移転、高台移転の話だろうという方向性が決まったのが 12 月でした。復興会議

で、地域として取り組むべき方向が決まるのに６カ月ぐらいかかったという形です。 

集団移転は行政中心の事業ではありますが、私たちも何かやるべきことがあるだろうということで、

翌日には、移転候補地の現地調査をみんなでやりました。最初は、集落をあまり広げたくないし、特

に高台になってしまうと高齢者の１人世帯の方は大変だから、なるべく下のほうでお店に近いほうが

いいということで、高台移転ではなく差込移転ということで、空き地をみんなで点検するような作業

を行いました。 

そのあと、地権者の情報なども含めて、市のほうに、ここに差込移転をしてもらいたいということ

で提案を行ったのが４月です。ですから、12 月から４月のおよそ４カ月間は集団移転候補地をみんな

で選んで、いろいろ条件を付けて、さらに地権者の方とも話をして内諾を取るような作業を行いまし

た。６月に市から回答が来て、結局、高台になってしまったのですが、高台のまとまった土地が決ま

ったのが６月です。 

土地が決まると、また取り組まなければいけない課題がいろいろ出てきまして、今度は復興会議で

やるというよりは被災者の方中心の取り組みになりました。ローンの問題とか、住宅の価格の問題と

か、買い取り価格の問題とか、そういうやりとりの中で、被災者の方が市の情報を受け取るような組

織化が必要だという話になり、被災者連絡協議会というのを１月の段階でつくっているのですが、そ

れがようやく動き始めたのが６月ごろです。 

復興住宅を宮古と釜石に見に行ったりして、12 月３日に復興会議をまた行ったのですが、１月中に

は公営住宅に入るのか、集団移転で自分で家を建てるのかを決めるということで、相談が 12 月 18 日

に行われるそうです。そうなってくると、もう地域としても次の段階で、いよいよ復興会議としては、

浸水地をどういうふうに使っていくかとか、そういう話し合いをしようという雰囲気になっています。 

公益会が自治会ですが、その下というか横のようなところに復興会議が立ち上がっていて、その横

に被災者連絡会というのを別途立ち上げてもらっています。集団移転以外の事業も進んでおりまして、

番屋チームはお父さん中心に立ち上げています。漁師のお父さんは、昔は浜に行けば誰かに会えて、

浜でいろんな話をしていたんだけど、被災後は浜にも行かなくなったし、酒屋でお酒を飲みながら駆

け引きを含めていろんな話をしていたけれど、そういう場所がなくなっちゃったから欲しいねという

意見が出て、じゃあつくろうということで、番屋を今建てているところです。 

あとは、仮設の談話室を中心に女子会が立ち上がっていて、そこのお母さんたちに記念誌をやって

もらおうと交渉して、今いろんな写真を集めています。途中段階のものを出身者の人にも送って、昔

の写真がないかとか、そういう活動をして、すごく反響があって、みんな一生懸命頑張っているとこ

ろです。 

ホームページチームも立ち上げてもらって、これは若者にお願いしているのですが、なかなか若者

が忙しくて難しいのですが、こちらもホームページの更新をやりながらお手伝いしています。 

これからですが、崎浜は埋蔵文化財が出てしまって、住宅が建てられるのは平成 27 年５月以降と

いうことで、２年先です。この間どうしていくかというので、被災者の方は、１月中に公営住宅にす

るか自宅を再建するかを決めなければいけないし、ローンなどの準備もしなければいけないところで
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す。 

復興会議としては、被災者の方はある程度方向性が見えたので、いよいよ次に進み始めようとして

いるところです。何もなくなってしまったところをどうするかという話し合いを、ようやくやれる段

階になってきました。ただ、意見書をまとめて市に出したりもしているのですが、宅地しか買い上げ

てくれないので穴開きになってしまうということで、その中でどうやって私たちは絵を描けるんだと

か、区画整理できないのかとか、そのあたりの意見書を出していて、その回答次第でこれからみんな

で話し合っていくところです。 

話し合いにあたっては、今の委員さん 22 名はご年配の方が多いので、小学生、中学生、高校生、

20 代の人にも、将来崎浜はどういうふうになったらいいかなという絵を描いてもらって、それを取り

入れながらやっていくような方法がいいんじゃないか、その方法をどうやろうかというのを話し合っ

ているところです。これがまさに地域計画です。これから地域計画をつくろうとしている段階かなと

いうふうに思っております。 

少し話が横道にずれるのですが、行政との交渉を皆さんもやられていると思うのですが、他の地域

がどうしているかという情報交換をあまりしていないので、一緒に要望できるところは一緒にやって

いけるのではないかということで、もし今日関係者の方がいらっしゃれば、横のつながりをつくって、

これからやっていってもいいんじゃないかと私は思っています。 

 

■地域づくりとは何か 

地域づくりって何かというと、端的に言うと、地域の実践力を高めることなんだと廣田先生は言っ

ています。それでは地域の実践力って何かというと、地域で起こる問題に対して自分たちでなんとか

できることであり、自分たちでなんとかできなければ行政や他の人たちに声をかけながら、その問題

に取り組んで解決する能力です。 

地域の実践力ってどうすれば高められるのかというと、これも簡単で、実践を積み重ねることでし

か地域の実践力は付かないということです。スポーツと一緒で、サッカーをうまくなりたいと思って

ルールブックを見たり、テレビでいくら観戦をしたりしても、サッカーはうまくなりません。練習を

して、時には試合をして、最初は下手くそなんだけれども、実践を積み重ねていけば、いずれは強い

相手にも勝てるということです。練習を途中で怠けてしまうと実践力も下がってしまいます。 

実践力を高めるコツをこのあとご紹介しますが、一番重要なのは、参加者の当事者意識をいかに育

てるかということです。ここに来ていらっしゃる皆さんは意識が高いですが、問題は、より多くの方、

自分の周りにいる人たちに、地域の問題は私たちの問題なんだよ、私の問題だし、あなたの問題なん

だよという当事者意識を、いかに無理なく自発的に持ってもらうかということで、それが地域づくり

の一番のコツだと思っています。 

当事者意識を持ってもらうためには、地域の問題を解決するための実践メニューを探すプロセスの

中で、私はこれが問題だと思う、私はこれをやってみたいというふうに、より多くの人に思ってもら

えるような進め方をすることで当事者意識は育ちます。そして実践メニューをやっていこうという雰

囲気になります。 

地域づくりをやっていくときに、リーダーの方が困るのは、若い人に関心がない、若くない人も関

心がない、何かイベントをやっても参加者が少ないとよく言われます。関心がないのは当たり前のこ

とで、皆さん自分の生活でいっぱいいっぱいというか、自分の生活が一番大事というのは当然で、地
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域づくりにみんな興味がないのは仕方がないというところからスタートしたいなというふうに思いま

す。 

もう一つは、今の自治会という仕組みがつくられたときと今とでは、自治の形がまったく違うとい

うことです。農作業も昔は共同でやる作業がたくさんあったし、お祭りもたくさんありました。でも、

今は子どもが減って、子ども会の行事もないし、小学校もなくなって、みんなが参加していた運動会

もありません。昔はほとんどの人が地域内で同じような仕事をしていましたが、今は外に行って稼ぐ

ので、帰ってくる時間も遅いし、みんなが顔を合わせる時間がすごく減ってしまっていると思います。 

そういった中で、当事者意識をいかに持ってもらうかというのは、無理やり新しい共同作業をつく

るお手伝いです。イベントをやったり、何かつくったり、地域づくりとは新しい共同作業をつくるこ

とになるわけです。 

当事者意識を最初にどう持ってもらうかというところですが、現実を見てもらうことから始めるの

が一番早いと思います。みんなで集落を回ってみて、道路が汚いねとか、この歩道は子どもが歩くと

き危ないねとか、そういう目に見える課題のほうが共感を得られて、自分たちで何かやってみようか、

何かできるかもね、というふうに思いやすいということです。 

 

■地域づくり実践のポイント 

地域づくりをどうやって実践するか、４つのポイントを整理しました。 

１番目が動機付けです。繰り返しになりますが、日常生活が一番大切な中で、自分の家庭以外の地

域の活動にやる気になってもらうためには、現状を知ることが一番の近道です。ということで、みん

なで自分たちの地域を回って歩いて、わかりやすい改善点、活用点を検討するということをやります。 

２番目が目標設定です。実践メニューを選び出すということですが、これはポイントがさらに４つ

あります。目標の設定は実はすごく難しくて、コツがあります。 

まず、ちょっと頑張れば達成できるメニューを見つけることです。例えば少子高齢化やお嫁さん不

足のような難しい問題にいきなりチャレンジしてしまうと、頑張ってイベントもやったけど、成果が

わからないし、疲れて終わっちゃったということになってしまうのが一番危険です。一歩進んで二歩

下がってしまったような、やらなかったほうがよかったという状態になってしまいます。あとは、そ

れなら参加できるかなという実践メニューを見つけること、みんなが参加しなければできないこと、

地域全体のためになることです。見つけ方には、こういうようなコツがあります。この実践メニュー

をみんなで選ぶというやり方を取り入れることで、うまく実践に結び付くことがあります。それが実

践メニューの絞り込みです。そして最後に年間計画づくりをやります。 

３番目のポイントは体制づくりです。地域づくりを進めていく上で、自治会との連携が必要です。

自治会がそのままやる場合もありますが、地域づくりのための組織は自治会とは別に立ち上げて自治

会と連携するほうがいいと思います。また、若い人や女性など、広い層がバランスよく入っていたほ

うがいいと思います。 

最後に、協働による実践はプロセスを大事にしていただきたいということです。きれいな計画をつ

くろうとして、みんなで積み上げてきたものを、最後に文章を変えてしまうとか、最後に自分の入れ

たいメニューを入れてしまうということがよくありますが、そうすると、せっかくみんなで決めてき

たのが台無しになってしまいます。出来上がったものは多少不格好でも、言葉がおかしくても、今ま

でみんなで決めた話だということで、プロセスを大切にしてもらいたいと思います。 
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念頭に置いておくべきことは、その過程の中で当事者意識を育て、将来、地域を担う人材もこの過

程の中で育てられるということです。 

 

■地域計画をつくるときの手順 

具体的な手順をご紹介したいと思います。これは基本形の例ですが、最初に勉強会をやります。他

の事例も紹介しながら、これからみんなでやっていく地域づくりってこういうことじゃないですか、

こういうふうに進めていったらどうですかということを相談しながら、最初に勉強会をやります。 

その次に、みんなで歩いてみるという「お宝探し」をします。その次に、見つけてきたお宝の改善

活用策を検討します。これで結構いろんなメニューが出てくるのですが、目に見えない課題が落ちて

しまいます。例えば、お嫁さんがいないとか、昔やっていたお祭りだけど、今はやっていないという

ような目に見えない課題が落ちてしまうので、その次に「夢語り」をやります。夢語りというのは、

いわゆるワークショップですが、これは場がこなれてきてからやります。最後に、絞り込みをして実

践計画をつくります。 

お宝探しはみんなで歩いて、発見してきたお宝をマップにして、すごく話が盛り上がります。お宝

について楽しく話し合うのも 1 つの成果かなと思います。それが終わると、改善活用策を、みんなで

ワイワイと検討します。 

これを２時間でやるのですが、人が集まってほしいとか、自然があるから自然を自分たちで楽しみ

たいとか、雪が多いところだしお年寄りが増えているから生活の整備についてちゃんと整えていきた

いとか、いろんな意見が出てきます。出てきた夢語りと改善活用策を実践メニューにします。だいた

い３年間分ぐらいのメニューをつくろうということでやりますが、出てきた実践テーマを全部やるこ

とはできないので、それをみんなで選ぶために、点数を付けて、上から並べる作業をします。 

重要度は、「すごく重要」「まあまあ重要」「普通に重要」で点数を付け、実現可能性は、「すぐにで

きる」のは３点、「頑張ればできる」が２点、「ものすごく頑張ればできる（できないかもしれない）」

が１点で、点数を付けて、上から並べると優先順位が付くというやり方です。そうすると、そんなに

間違いはないですし、それでも絶対これを入れたいというのがある場合には、敗者復活戦をやったり

します。 

重要度と実現可能性で点数化して、誰がいつまでにやるかを並べただけで、地域計画が簡単にでき

ます。しかし、さっきの計画を３年分で並べただけでは、実際には実践できません。次はアクション

プランということで、年次計画です。今年は何をやろうというのを毎年つくります。 

そのアクションプランも簡単です。２時間ぐらいの作業で、これは一例ですが、環境整備部会の平

成 20 年度の計画です。地域計画で、１番がソバ植え、２番が道路の草刈り、３番がプレハブ撤去、４

番が水生生物の管理をやろうと決めたから、今年はどういう順番でやろうかというのを、みんなで話

し合いながら決めたところです。 

作業を赤で、誰がやるかというのを黄色にしましたが、ソバ植えは７月にやらなきゃいけないよね、

７月 20 日の土用の日に播種しちゃおう、みんなでやろう、というところまでここで決めています。言

ってしまえば、これで年次計画ができるのです。みんなでつくる、みんなで確認するというのが重要

だということです。これがいわゆるアクションプランです。実践計画はこの程度でいいのです。 

 

■地域計画のあり方 
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地域計画とは何かというのを言葉で言えば、地域をよくするための計画であるということです。行

政が行う事業を並べたものも別途ありますが、自分たちで行う事業もきっちり盛り込んでいきましょ

う。 

重要なのは、地域の駄目なところを直すだけが地域計画ではなくて、いいところを伸ばすものでも

あるので、両方を忘れずに取り組むことです。地域計画とは何かというのは、本当に地区として何を

やればいいのか、より具体的な目標を紙に書き出した、その順番を整理したという作業がなければ地

域計画ではないと思います。そこはきっちりみんなで話し合って決めて、それさえ盛り込んでいれば、

手書きであっても地域計画です。 

地域計画づくり自体が１つの実践メニューなので、それをどうやるか、その中でどう仲間を増やし

ていくかということで、さらにレベルが上がります。地域計画づくり自体が実践力向上の絶好の機会

です。計画書をつくってからが地域づくりの実践ではなくて、計画書をつくるところから地域づくり

の実践です。そのためには、自分たちの力で計画づくりに取り組む必要があるということです。 

計画づくりのポイントは、実現できそうにないことは盛り込まない、素朴でも内容の詰まったもの

であればいい、プロセスを大事にするということをお話しさせていただきました。 

地域計画があっても実施計画がないと進みません。具体的な手順、スケジュール、誰がやるかとい

うのを毎年みんなで決めるのが実施計画ですので、これについてもきっちり話し合ってください。 

 

■地域計画と復興計画 

崎浜の地域づくりをお手伝いしていて思うのですが、これから浸水地の土地利用を考えていくので

すが、おそらく昔の姿をそのまま取り戻すことを望んでいるわけではないと思います。そうなってく

ると、直面する課題は震災前の課題と同じです。少子化、高齢化、産業の復興、それは震災前の問題

と変わらないということで、地域計画と復興計画は、オーバーラップすると思います。 

特に復興ということになると、ハードといわれる道路や建物の計画がどうしても先に出てしまいま

すが、例えば避難道路をつくっても、避難をするということに取り組むときには、誰がそのときに何

をするかとか、避難訓練とか、そういうソフトの部分が必要です。みんなで安全・安心に暮らせる地

域をどうつくっていくかというのが、すごく難しい問題だと思います。 

誰に未来を描いてもらうか、誰が実現していくのかという課題に直面するわけですが、これは本当

に総動員でやらなければいけないと思います。子どもにも意見を聞いて、子どもにも動いてもらわな

ければ、復興というのは実現できないというのを感じ始めております。 

皆さんはリーダーですので、まずはイベントを楽しんで、地域づくりで、隣のおじいちゃん、おば

あちゃんと楽しく話をしないと続かないと思います。結局、ここで暮らしていく子どもたちに、この

ふるさとを引き継ぐしかないと腹をくくれた地域が生き残る地域だと思います。腹をくくって、ここ

に生まれて、今この立場にあることで、もうこれは運命なんだとあきらめて、いろんな人に声をかけ

つつ、仲間をつくりつつ、時には苦労をしたり、やっかまれたりすると思いますが、ぜひ楽しんでや

っていただきたいと思いますし、それが一番重要なことだと思います。 
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第４回 大船渡市「いのち・くらし復興塾」（２） 

 

標題 「震災復興における行財政の問題と課題」 

岩手県立大学准教授  桒田 但馬 

 

■はじめに 

復旧・復興に向けて、地域住民、国、地方自治体、民間企業、地域が一体となって強力かつ継続的

な連携をしなければならないということは言うまでもないと思います。しかしながら、今回の震災の

特徴は、多数の市役所、町村役場が全半壊し、それで復旧・復興に著しい支障を来しているというこ

とです。 

多数の公共施設の全半壊、それに伴って多くの市町村職員が亡くなり、震災直後は行政機能の一時

停止、それ以降は大幅低下の状況の中で、現在は復旧・復興業務の急増により、職員が顕著に不足す

る状況が生じています。大船渡でも応援職員が何人かおられるという状況です。行政に限らず、財政

運営にとっても大きな支障を来しており、今われわれ学問の世界でも、どういうふうに財政分野を進

めていけばいいのかというあり方が問われています。 

この大災害の復旧・復興財政という場合に、大事なのは国の存在です。すべて市町村に復旧・復興

を任すという論理は成り立たないことは言うまでもありませんが、国の財政負担をどうするか、ある

いは、国から地方へどういうふうに財源を手当てしていくか、こういう点で特段の対策が避けられま

せん。 

もう一つ大事になってくるのは、行政と住民の関係です。行政機能・財政機能が大幅低下する中で、

住民がどういうふうに関わっていくのかというのが、同じように大事になるというわけです。これは、

従来から復旧・復興財政では問われてきたところですが、行政機能がこれだけ低下するという今まで

考えられなかった状況に直面しています。その中で問題・課題を考えてみたいと思います。 

 

■国の復興財政の状況 

国の復旧・復興財政は、補正予算を中心に多額のお金が動いています。国の平成 23 年度第３次補

正予算では、多く見積もって 11 兆円ぐらいの大きなお金が動いており、これが本格復興の財源手当て

になっています。 

復興交付金というのは、５つの省におよぶ 40 の事業であれば、ある程度自由に使えるお金です。

例えば災害公営住宅整備とか、防災集団移転促進事業とか、土地区画整理など、大事な事業の多くが

復興交付金の対象になっています。40 事業と限られていますが、その範囲内であれば、ある程度使途

を自由に使えます。逆に言えば、40 事業以外は使い勝手が悪いともいえます。 

復興特別交付税というのは、できるだけ地方自治体の財政負担を減らしてあげますよということで、

地方の復興に関わる財政負担を、国が特別に財源を手当てするというお金です。国は当初５年の復興

集中期間で 19 兆円を復興に使うと言ったのですが、すでに 19 兆円に達しており、とてもじゃないけ

ど 19 兆円では足りない状況です。 

国の復興財政を整理しますと、一つ目は、国の財政的裏付けが遅れたことが地域に大きな影響を及

ぼしています。二つ目は、被災自治体に対して、過去にない規模の地方交付税等々が手当てされてい

ますが、沿岸自治体では行財政の対応範囲を超えています。三つ目は、被災自治体間で行財政格差が
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生じやすい状況になっております。また、住民から行財政が見えにくいといえます。四つ目は、国も

地方自治体も、行政体制、財政運営、財源の見通しが立たないというのが今の状況です。 

 

■岩手沿岸市町村の震災復興における行財政の実態 

沿岸地域は被災後、人口流出や震災関連死で人口が減っています。基幹産業である水産業も多大な

影響を被り、復旧もまだ遠い状況です。役所・役場に関しては、業務の急増と職員の不足状態が続い

ています。医療施設も全壊した３施設はすべて県立病院です。こういった中で、生活再建はまだまだ

遠いというのが皆さんの実感ではないかと思います。 

震災前の沿岸 12 市町村の行財政の状況を見ると、いずれの市町村も財政力が非常に弱い状況でし

たが、ほぼすべての市町村で、借金である地方債現在高は縮減していました。財政改革の成果が数字

に表れていました。ただ、注意が必要なのは、数字がよくてもサービス水準が落ちていれば何の意味

もないわけですが、少なくとも数字上は成果がどこも表れていました。 

また、震災前は、いずれの市町村も人件費を大幅に削減していました。特に大槌町では震災前から

職員の数が断トツに少なく、ある第三者機関が、この職員の縮減は過剰であり、サービスの低下を最

も恐れているという勧告を震災の３年前に出しています。沿岸の消防職員も定員、定数に全然足りて

いない状況でした。震災前のこのような状況があって、震災以降も大変だということがいえます。 

 

■震災復興における市町村の行政の問題・課題 

自治体職員等の長期派遣による支援体制の強化、任期付き職員の積極的な活用などが、財源措置の

充実と併せて図られなければなりません。新卒をたくさん採用することはなかなかできません。そこ

まで国は面倒を見てくれないので、一部、国の特別交付税を使うこともできますが、結局自分でお金

を出さなければならないので、なかなか難しい状況です。 

いろんな人が地域・自治体に入って行政サービスを提供しているという現状の中で、実は、県でも

市町村でも結構ミスが生じています。取り返しのつかないようなミスも目立っています。そういう意

味では、地方自治体の人材マネジメントや委託事業のチェックシステムが重要な課題になってくると

いうことです。市町村職員アンケートでは、職場の改善事項として、応援職員以外の職員を増やすこ

とが重視されています。任期なしの職員の確保が、中長期的に見ても大事と思われます。 

私自身は、住民参加・参画の仕組みというのが不可欠と考えています。財政が見えにくいが故に起

こる問題がたくさんあるので、住民は目の前の暮らしや仕事で目いっぱいかもしれませんが、やはり

住民参加・参画の仕組みが大切です。 

 

■震災復興における市町村の財政の問題・課題 

今後、災害公営住宅、高台移転地の整備、土地区画整理事業、浸水地のかさ上げなどが本格化する

ので、国から被災自治体への財政措置を継続かつ拡充していくことが求められます。一歩間違えば、

これ以上は国が財政負担をほとんどしないということも考えられます。継続してくれ、拡充してくれ

ということは言わなければならないと思っています。事業実施プロセスにおけるミスは復興に大幅な

遅れを生じるため、財政においてもチェックシステムが必要です。 

国・県・市町村の事業においては、複雑かつ多くの手続きを要する難事業が多岐にわたるため、地

域住民からさらに見えにくくなる恐れがあります。特に土地利用に関する住民の合意形成は困難を極
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める可能性が高いといえます。市町村から住民への行財政に関する情報提供と説明責任を果たすこと

が大事で、地域のニーズ把握を怠れば、将来、非常に大変なことになります。 

地方の財政負担を減らすため、ゼロにするために、復興特別交付税というのがあります。そういっ

た措置があっても、震災前の財政運営の問題が解消されるわけではないし、過去の債務が免除された

り、通常の財源不足が軽減されたりするわけでもありません。復旧・復興財政の比重が大きくなるこ

とによって、財政全体のゆがみが生じて拡大しないようにする必要があります。今はできるだけ財政

負担を減らす、ゼロにするということを言っていますが、震災前の財政状況はなんらこれによって解

決されるわけではないというのを肝に銘じる必要があります。 

もう一つ、大船渡、あるいは宮古、洋野町というところは合併をしています。平成の大合併で合併

が進んだのですが、財政的誘導が非常に大きな意味を持ちました。誘導というのはどういうことかと

いうと、３つの市町村が１つになると、本来地方交付税というのは合併前よりも減るわけですが、合

併した自治体に対しては地方交付税を大目に見るという加算措置がありました。また、合併特例債と

いうのがあって、まちづくり等々をするには財政的に優遇された借金ができるなどの特例措置があっ

たわけです。 

大船渡は今年度から交付税についての合併特例措置が終わっています。特例措置がなくなるという

ことは、財政が縮小していくということですから、今まで使っている分をどこかで削らなければいけ

ないということです。行政サービスの大幅縮小になりはしないかと心配しております。 

さらに、今は復興集中期間で国の財政が手厚く手当てされていますが、それが平成 27 年でいった

ん復興集中期間を終えます。終えると同時に宮古市と洋野町は合併特例措置が終わるのです。だから

復興財政の優遇も終わるし、合併の特例も終わる宮古と洋野はもっと大変なことになるのではないか

と私は危惧しております。 

復旧・復興事業では、市町村の財政負担はゼロではないということを皆さんに認識していただかな

ければなりません。つまりすべてが国や県の補助事業や震災特別交付税の対象ではないために、復興

基金等があるにしても、多かれ少なかれ自己負担が生じます。現段階では、国・県の財政措置に従っ

ていれば復旧・復興が問題なく進むというのは非現実的です。少なからず自前の財源が出ていくこと

を住民は覚悟しなければなりません。復興基金がいつまでも続くわけでもないし、寄付金がいつまで

も集まるわけでもないし、自前財源がどんどん膨らむということはあり得ないので、この痛みはボデ

ィーブローのように効いてくるのかなと思います。 

さらには、国が通常分の地方交付税を減らすとなれば、とんでもない事態になります。仮に政権が

変わって、国の財政が厳しいので地方交付税を減らしますよとなれば、被災自治体には未曽有の財政

危機が訪れることが予想されます。非常に厳しい局面にあっても、復旧・復興の主体は地域住民に最

も身近な存在である地域・市町村であり住民そのものであることは、揺るぎようがありません。 

 

■まとめ 

以上のように整理してきたところから、どういうメッセージが引き出されるのかなと考えたときに、

２つのことが挙げられます。１番目は、国の責任として仕事や財源措置のあり方は別途問われるべき

ですが、派遣職員等の手を借り、職員を新規採用するとともに、人材マネジメントを強化してでも住

民と協働し、合意形成を図りながら、復旧・復興を着実に進めていくことが地方分権の推進や住民自

治の充実にとって不可欠であるということです。このプロセスは多様であり、ご苦労はあると思いま
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すが、その確立が震災復興における行財政にとって最大の課題になるということが１番目です。 

２番目は、いくつかの研究で自治体間連携、つまり「ヨコ」の連携の重要性があげられていますが、

この復旧・復興は被災地以外の市町村にとって他人事にしてはならないと思います。派遣職員をはじ

め、多様な連携を通して被災地域の自治体をサポートすることは、自らの大災害時の対応に役立つだ

けでなく、全国的に地方分権を推進し、住民自治を強化することにもなります。自治体間の連携の発

展は、分権推進や住民自治強化に向けた重要なステップになります。復旧・復興財政は将来の分権推

進、住民自治の強化という点で重要な意味を持った位置付けにあると思います。 


